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Ⅰ 経営事項審査について 
 
１ 経営事項審査制度とは 

経営事項審査とは、建設業法に基づき、建設業者の経営規模や経営状況などの客観的事項について審査する制

度です。 
国や地方公共団体等多くの公共工事発注者は、入札参加資格の認定を行う際に、経営事項審査の結果を利用し

ていますので、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません。 
また、経営事項審査の結果には有効期間(経営事項審査の申請をする日の直前の決算日から１年７か月)があり

ますので、有効期間に空白を生じさせないためには、毎事業年度終了後、財務諸表等必要書類が整い次第、でき

るだけ速やかに申請手続を行う必要があります。(有効期間が切れている間は、公共工事を発注者から直接請け負

うことはできません。) 
 
 
２ 審査基準日 

経営事項審査の基準日は、原則として、審査の申請をする日の直前の事業年度の終了日（決算日）です。その

前の年度の決算内容では、経営事項審査を受けることはできません。 
なお、事業開始直後や法人になったばかりで決算を迎えていない建設業者や合併をした建設業者等の審査基準

日については、土木建築事務所に御相談ください。 
 
 
３ 審査項目及び基準の概要 

次の各審査項目の数値に基づき、国土交通大臣が定めた一定の基準によりそれぞれの評点を算定します。 
 

 項目区分  審 査 項 目  項目区分ごとの点数  ウェイト  

 ①経営規模 
 （Ｘ１、Ｘ２） 

 ・完成工事高 
 （直前２年又は直前３年の平均完成工事高 
  のいずれかを選択した上で業種別に審査） 

 Ｘ１の点数 
     最高点         最低点 
 (1,000億円以上) (1,000万円未満) 
   ２，３０９         ３９７ 

 ０．２５ 

 ・自己資本額 
 ・平均利益額 

 Ｘ２の点数 
    最高点     最低点 
  ２，２８０     ４５４ 

 ０．１５ 

 ②経営状況 
    （Ｙ） 

 ・純支払利息比率 
 ・負債回転期間 
 ・売上高経常利益率 
 ・総資本売上総利益率 
 ・自己資本対固定資産比率 
 ・自己資本比率 
 ・営業キャッシュフロー 
 ・利益剰余金 

 Ｙの点数 
     最高点         最低点 
  １，５９５           ０ 

 ０．２０ 

 ③技術力 
    （Ｚ） 

 ・技術職員数（業種別） 
 ・元請完工高（業種別） 

 Ｚの点数 
     最高点         最低点 
   ２，４４１         ４５６ 

 ０．２５ 

 ④その他の 
  審査項目 
 （社会性等） 
    （Ｗ） 

 ・労働福祉の状況 
 ・建設業の営業継続の状況 
 ・活動への貢献の状況 
 ・法令遵守の状況 
 ・建設業の経理の状況 
 ・研究開発の状況 
 ・建設機械の保有状況 
 ・国際標準化機構が定めた規格による登録 
  の状況 
・若年の技術者及び技能労働者の育成及び 

確保の状況 
 ・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況  

 Ｗの点数 
    最高点     最低点 
  ２，１０９  －１，９９５ 
  
※令和５年８月１４日以降の日を審査 
基準日とする最高点は、２，０７３ 

 ０．１５ 

 
注１） 許可業種別に審査し、総合評定値を算出しますが、業種ごとに数値が異なる審査項目は上表の太枠部分で

す。その他の項目は、一の建設業者全体について審査する事項であるため、業種にかかわらず共通の点数と
なります。 

注２） 項目区分ごとの評点については、計算上の最高点・最低点です。 
注３） 自己資本額は、審査基準日現在の自己資本額又は直前２期の各事業年度末における平均自己資本額のいず

れかを選択。また、技術職員数は、審査基準日現在の技術職員数をいいます。 
注４） Ｙについては国土交通大臣が登録した「登録経営状況分析機関」が審査を行い、Ｘ１、Ｘ２、Ｚ及びＷについ

ては許可行政庁が審査を行います。 
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Ⅱ 経営事項審査の申請手続 
 
１ 申請の手順 
 
   

 本年度の決算日   
 

 

  
 
 
 
 
 

建 
 
 
 
 
 

設 
 
 
 
 
 

業 
 
 
 
 
 
 

者 

 
 
 
 
 (ア) 事業年度報告の変更届（持参又は郵送） 

     
 決算確定 

 
 
 
 
 
７ 
 
 
 

か 
 
 
 

月 
 
 
 

以 
 
 
 

内 

 
 
 
 
次 
の 
年 
度 
の 
決 
算 
日 

 
 

土木建築事務所 
総務課 

  決算終了後 
 ４か月以内 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 手数料払込   
  

登録経営状況 
  分析機関 

  

         (イ) 経営状況分析申請書 
 
 
 
      (ウ) 経営状況分析結果通知書 

  所要期間は分析 
 機関や申請の内 
 容によって異な 
 ります 
 

  

 手数料納付  
 

  
 

 

土木建築事務所 
総務課 

 
     (エ) 経営規模等評価申請書（持参又は郵送） 
     (オ) 総合評定値請求書（持参又は郵送） 
 
 
         (カ) 審査（関係書類持参又は郵送） 
 
 
         (キ) 経営規模等評価結果通知書（郵送） 
         (ク) 総合評定値通知書（郵送） 

 
 

約２か月 

  

県庁監理課  

 
 

   

 
 
注意事項（重要） 
１ 表の所要期間はあくまで標準的なものであり、申請の内容や時期によっては長くなる場合もあります。 
２ 決算後７か月以内に、（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（カ）及び（キ）まで終了していないと、公共工事の

発注者から直接請け負うことができない場合があります。 
したがって、決算後できるだけ早いうちに（ア）、（イ）及び（エ）の手続をすませる必要があります。 
また、発注者によっては総合評定値通知書（ク）の提出を求める場合がありますので、御注意ください。 

３ 経営規模等評価申請書の提出（エ）の際には、事業年度報告の変更届の提出（ア）が完了していることが必要で

す。 
４ 経営規模等評価申請書の提出（エ）及び総合評定値請求書の提出（オ）は同時に行うことができます。この場

合、通知書（キ）及び（ク）は同一のものを使用します。 
５ 経営規模等評価単独の申請の場合でも、申請（エ）から通知（キ）まで約２か月かかります。 

また、総合評定値単独の請求の場合でも、請求（オ）から通知（ク）まで約１か月かかります。 
６ 経営状況分析申請書の提出（イ）と経営規模等評価申請書の提出（エ）の順序は問いませんが、総合評定値請

求書の提出（オ）は経営状況分析結果通知書（ウ）の原本が必要となります。 
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２ 経営状況分析（Ｙ） 
国土交通大臣の登録を受けた登録分析機関が、国土交通大臣が定めた審査基準により経営状況の分析を行い、

その結果を通知します。 
 
 
(１) 提出書類 

・経営状況分析申請書（様式第２５号の１１） 
・直前３年分の財務諸表等（貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類） 

・土木建築事務所に提出する事業年度報告の変更届出書と同一のもの。 
・消費税及び地方消費税の経理処理方法が税抜経理により作成されたもの。 
・前年の審査において、同一の登録機関に対して既に前審査対象営業年度及び前々審査対象営業年度に 

係るものを提出している場合は、提出済のものについて提出が免除される場合がある。 
・直前３年分の兼業事業売上原価報告書(様式第２５号の１２)(兼業売上がある場合) 
・その他登録経営状況分析機関が必要と認める書類 

 
(２) 申請方法及び手数料等 

各登録経営状況分析が申請の方法、手数料等を定め公示することとされていますので、詳細は直接分析機関
あてに御確認ください。 

 
 
３ 経営規模等評価（ＸＺＷ）及び総合評定値（Ｐ） 

許可行政庁が、国土交通大臣が定めた審査基準により技術者、完成工事高及びその他の項目について審査を行

い、通知します。 
また、総合評定値については、建設業者の請求により、許可行政庁が計算を行い、通知します。なお、請求に

は、経営状況分析（Ｙ）結果通知書の原本（コピー不可）が必要です。 
 
【参考】総合評定値（Ｐ）について 

Ｐ＝０．２５×Ｘ１＋０．１５×Ｘ２＋０．２×Ｙ＋０．２５×Ｚ＋０．１５×Ｗで求められる数値ですが、建設業

法に基づく総合評定値の通知は許可行政庁のみが行います。 
Ｘ１：経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの 
Ｘ２：経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの 
Ｙ ：経営状況分析の結果に係る数値 
Ｚ ：経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの 
Ｗ ：経営規模等評価の結果に係る数値のうち、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ及びＺ以外に係るもの 
総合評定値の請求は経営規模等評価申請と別々に行うこともできますが、その場合、総合評定値の通知

が遅くなります。経営規模等評価と同一の用紙であわせて請求できますので、できる限り同時に請求して

ください（総合評定値のみの請求でも手続に１か月程度要しますので、急に必要になった場合であっても

すぐに通知書が入手できない可能性があります。御注意ください。）。 
なお、国や山口県など、多くの公共工事の発注者は、総合評定値に基づき入札参加資格者の等級区分を 

決定していますので、公共工事の入札参加資格審査を申請しようとする建設業者は、原則、許可行政庁に 

対し、総合評定値の計算を請求する必要があります。 

 
（１）提出書類（知事許可業者の場合） 

経営規模等評価申請の種類は下図の組合せのように４通りあります。希望される種類を選択し申請してくだ 

さい。 
      【年間平均完成工事高】     【自己資本額】 
 ２年平均  基準決算  
 
 ３年平均  ２期平均  
○申請種類 
４通りの申請種類の中から組合せの中から、該当する記号を選び、次ページの表にしたがって申請書及び添付書類

を作成してください。 
ア ２年平均完成工事高 → 基準決算自己資本  
イ ２年平均完成工事高 → ２期平均自己資本  
ウ ３年平均完成工事高 → 基準決算自己資本  
エ ３年平均完成工事高 → ２期平均自己資本    
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 № 申請書及び添付書類 

                               【帳票番号】 
申請種類 区 

分 
 

ア イ ウ エ 
１ 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書          【２０００１】 ○ ○ ○ ○ 全 

２ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高（消費税及び地方消費税抜き 
で記入）                         【２０００２】 

○ ○ ○ ○ XZW 

３ その他の審査項目（社会性等）               【２０００４】 ○ ○ ○ ○ XZW 

４ 技術職員名簿(審査基準日における技術職員について作成したもの）【２０００５】 ○ ○ ○ ○ XZW 

５ 経営状況分析結果通知書（原本）                           【１０００６】 ○ ○ ○ ○ Ｐ 

６ 今年度の経営規模等評価結果通知書の写し 
  ※経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合は不要 

△ △ △ △ Ｐ 

７ 工事経歴書（２年分）  （消費税及び地方消費税抜きで記入）【（許可）様式第二号】 
 ※審査対象事業年度及びその前年度について、事業年度の変更届出書等において 
  提出している場合はその年度のものは省略可。 

△ △ △ △ XZW 

８ 完成工事高整理表（２年分）                【山口県様式第１号】 
  （消費税及び地方消費税抜きで記入） 
  ※申請しようとする業種について、直前の審査基準日（前回の審査基準日をい 
  う。）で山口県で審査を受けている場合、前年分は省略可。 

△ △ △ △ XZW 

９ 工事種類別完成工事高付表（２年平均の場合は２年分、３年平均の場合は３年分）
                               【様式第１号】 
  ※申請しない業種の完成工事高のうち、類似する申請業種に合算する場合のみ 
    添付。詳細はＰ１９参照。 

△ △ △ △ XZW 

10 技術職員実務経歴調書                   【山口県様式第２号】 

 
△ △ △ △ XZW 

11 建設機械保有状況一覧表                  【山口県様式第３号】 △ △ △ △ XZW 

12 建設機械のリース契約に関する申出書              【参考様式】 

※審査基準日から１年７ヶ月以内に満了するリース契約がない場合は提出不要 

△ △ △ △ XZW 

13 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 ※加入者のみ添付 △ △ △ △ XZW 

14 ① 国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し 
② 社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締 
 結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類及び申請者が防 
 災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類（当該団体の活動計画書や 
 証明書等） ※防災協定締結業者のみ添付。 

△ △ △ △ XZW 

15 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿        【様式第３号】 
（常時１０名以上の労働者を使用する事業者の場合は、併せて継続雇用制度 
  について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し） 

△ △ △ △ XZW 

16 監査証明書の写し、会計参与報告書の写し、公認会計士、税理士であって国土交通大
臣が指定する研修を受講した者及び１級登録経理試験合格者並びに１級登録経理講習
を受講した翌年度から５年経過しない者等が作成し、署名した確認書 

△ △ △ △ XZW 

17 ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿                【様式第４号】 
※申請要領 P45 で定義する「技術者」に該当する者がいる場合には提出が必要 
※ただし、申請業者において CPD 単位取得数もレベル向上者もない場合は提出不要 

△ △ △ △ XZW 

18 技能者名簿                          【様式第５号】 
※申請業者において CPD 単位取得数もレベル向上者もない場合は提出不要 
 （レベル向上者がいなくても CPD 単位取得数がある場合は提出必要） 

△ △ △ △ XZW 

19 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び情報共有に関する同意書                  【様式第６号】 

△ △ △ △ XZW 

20 直前３年の各事業年度における工事施工金額       【（許可）様式第三号】 
  （消費税及び地方消費税抜きで記入） 
 ※土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事及び鋼構造物工事については 
  各内訳工事のＰＣ工事、法面処理工事及び鋼橋上部工事を記入したもの。 

○ ○ ○ ○ XZW 

21 ① 審査対象事業年度の前々審査対象事業年度の工事経歴書の写し 
※事業年度の変更届出書等において提出している場合は省略可。 

② 審査対象事業年度の前々審査対象事業年度の完成工事高整理表の写し 
   ※過去に山口県で審査済みの業種については省略可 

× × △ △ XZW 
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22 直前の審査基準日の経営規模等評価結果通知書(経営事項審査結果通知書)の写し 
   ※省略する場合は、面接審査（Ｐ７）の際、以下の書類を持参すること 
     （申請種類イ、エの場合） 
     ① 直前の審査基準日の自己資本額を確認するため、直前の審査基準日の 
    事業年度報告の変更届書の控え及び確定申告書の写し等を持参すること 
    （申請種類ウ、エの場合） 
     ②  審査対象事業年度の前々審査対象事業年度の完成工事高を確認するた 
    め、審査対象事業年度の前々審査対象事業年度の事業年度報告の変更届 
       書の控え及び確定申告書の写し、元帳等を持参すること 

× △ △ △ XZW 

23  手数料証紙貼付書（所定額の山口県証紙を貼付） ○ ○ ○ ○ 全 
 
 
 
 注１） 上記表において、○印は必要書類、△印は場合によって省略可能な書類、×印は提出を要しない書類で

す。 
なお、申請・請求等の区分による提出を要する書類は下の表のとおりです  

  申請・請求等の区分  提出を要する書類（上記表の「区分」欄の記載）  
 経営規模等評価＋総合評定値  全、XZW、Ｐ 
 経営規模等評価のみ  全、XZW 
 総合評定値のみ  全、Ｐ 
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（２） 手数料額 
 

  
 

業種数 

手数料額（円）  
 

業種数 

手数料額（円）  

経営規模等評価 
＋総合評定値 

経営規模等 
評価のみ 

総合評定値 
のみ 

経営規模等評価 
＋総合評定値 

経営規模等 
評価のみ 

総合評定値 
のみ 

     １       11,000   10,400      600    １６       48,500   44,900    3,600 

     ２       13,500   12,700      800    １７       51,000   47,200    3,800 

     ３       16,000   15,000    1,000    １８       53,500   49,500    4,000 

     ４       18,500   17,300    1,200    １９       56,000   51,800    4,200 

     ５       21,000   19,600    1,400    ２０       58,500   54,100    4,400 

     ６       23,500   21,900    1,600    ２１       61,000   56,400    4,600 

     ７       26,000   24,200    1,800    ２２       63,500   58,700    4,800 

     ８       28,500   26,500    2,000    ２３       66,000   61,000    5,000 

     ９       31,000   28,800    2,200    ２４       68,500   63,300    5,200 

   １０       33,500   31,100    2,400    ２５       71,000   65,600    5,400 

   １１       36,000   33,400    2,600    ２６       73,500   67,900    5,600 

   １２       38,500   35,700    2,800    ２７       76,000   70,200    5,800 

   １３       41,000   38,000    3,000    ２８       78,500   72,500    6,000 

   １４       43,500   40,300    3,200    ２９       81,000   74,800    6,200 

 
   １５       46,000   42,600    3,400      

 
 
（３） 提出方法等 
 

 
 知事許可業者 

 提出部数 ２部（正本１・写し１（土木事務所控え）） 

 綴じる順番 前ページの表№１～№２２の順番で綴じる 

 綴じ方 左側横をステープラで綴じる 

 提出窓口 主たる営業所の所在地を管轄する土木建築事務所総務課（Ｐ８参照） 

 提出方法 
内容について説明できる者が持参又は郵送 

※郵送提出で、申請者控えに受付印を求める場合は、返信用封筒及び返信用切手もご提出

ください。 

 提出先 山口県知事 

 申請手数料納付方法 山口県証紙 
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４ 面接審査の実施について 

知事許可業者の場合、経営規模等評価申請書が土木建築事務所で受理されると、面接審査を希望する場合は約

１か月以内に申請の内容についての面接審査を実施します。審査の日時、場所及び持参帳簿類等については、土

木建築事務所から別途通知します。 
面接審査は、提出された申請書の記載内容を関係帳簿及び関係資料と照合して行いますから、審査当日には、

必ず、責任を持って内容について説明、回答ができる者が帳簿類を持参又は郵送してください。 

面接審査ではなく書面審査を希望する場合は、下記の帳簿類を土木建築事務所あてに郵送してください。 

関係書類が不備の場合や内容について説明できない場合は、再度審査を行うことがあります。 
 

審査当日持参又は郵送する帳簿類・・・「チェックリスト」Ｐ５５～Ｐ５９を参照してください 

 
 
５ 審査結果等の通知について 

知事は、面接審査が終了すると、約１か月後にその審査結果について、「経営規模等評価結果通知書」をもっ

て申請者にお知らせします。 
また、総合評定値の請求もあわせて行った場合は、「総合評定値通知書」を「経営規模等評価結果通知書」と

同一の用紙であわせてお知らせします。 
なお、申請者は「経営規模等評価結果通知書」及び「総合評定値通知書」を紛失した場合、再発行の請求はで

きませんが、通知書の写しについて請求することができます。 
※ 総合評定値の請求のみが行われた場合、結果の通知は請求書の受理から約１か月後となります。 

 
 
６ 再審査の申立について 

経営事項審査結果通知書の内容が、申請内容と異なる場合、評価の結果の通知を受けた日から３０日以内に限り、 
再審査を申し立てることができます。 
 ただし、申請者の記入漏れや記入誤り、申請時の書類不足による内容認否等、申請者の責任に帰するものについて

は、再審査の対象とはなりません。 
※ 登録経営状況分析機関が行った経営状況分析は再審査の対象には含まれません。 

 
 
７ 申請書類等提出先・問合せ先 
（１）主たる営業所所在地を所管する県土木建築事務所 総務課 （知事許可業者提出先、知事許可業者問合せ先） 
 

 土木事務所 事務所の所在地 所管する市町  
 岩国土木建築事務所  岩国市三笠町１－１－１ 

 ℡0827-29-1540 
 岩国市、和木町 

 柳井土木建築事務所  柳井市南町３－９－３ 
 ℡0820-22-0396 

 柳井市、周防大島町、上関町、 
 田布施町、平生町 

 周南土木建築事務所  周南市毛利町２－３８ 
 ℡0834-33-6471 

 下松市、光市、周南市 

 防府土木建築事務所  防府市寿町７－１防府市役所本館６階 

 ℡0835-22-0634 
 山口市、防府市 

 宇部土木建築事務所  宇部市琴芝町１－１－５０ 
 ℡0836-21-7125 

 宇部市、美祢市、山陽小野田市 

 下関土木建築事務所  下関市貴船町３－２－１ 
 ℡083-223-7101 

 下関市 

 長門土木建築事務所  長門市東深川１８７５－１ 
 ℡0837-22-2920 

 長門市 

 萩土木建築事務所  萩市江向河添沖田５３１－１ 
 ℡0838-22-0043 

 萩市、阿武町 
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Ⅲ 経営事項審査申請書の記載要領及び記入例 
 

記入上の注意 
 

① 各申請書等の         で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１

文字ずつ丁寧に、かつ、カラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば   

１ ２のように右詰め（ただし、電話番号は左詰め）で、また、文字を記入する場合は、例えば 甲 建 設 工

業    のように左詰めで記入すること。 
なお、カラム内の文字等を訂正する場合、訂正印は押さないこと。 

 
② 完成工事高及び請負代金の額は、必ず消費税及び地方消費税を抜いた額を記入すること。 

 
 
 
１ 経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書（２０００１帳票） 

ア 「経 営 規 模 等 評 価 申 請 書  
      経営規模等評価再審査申立書 
   総 合 評 定 値 請 求 書 」、 
  「建設業法第２７条の２６第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。 
      建設業法第２７条の２８の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします 
   建設業法第２７条の２９第１項の規定により、総合評定値の請求をします。   」、 
    「 地方整備局長                                   
                     「国土交通大臣     「般 
   北海道開発局長 、             及び   については、不要のものを消すこと。 
                               知事」    特」 
                知事」                      
イ 「申請者」の欄は、この申請書により経営規模等評価の申請、経営規模等評価の再審査の申立又は総合評定

値の請求をしようとする建設業者（以下「申請者」という。）の他に申請書又は建設業法施行規則第１９条の

４第１項各号に掲げる添付書類を作成した者（財務書類を調製した者等を含む。以下同じ。）がある場合には、

申請者に加え、その者の氏名も併記すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る

権限を有することを証する書面を添付すること。 
ウ 太線の枠内には記入しないこと。 

                  「大臣 
エ  ０ ２「申請時の許可番号」の欄の      コードのカラムには、申請時に許可を受けている行政庁について国 

                                知事」 
土交通大臣許可は０ ０ 、山口県知事許可は３ ５ と記入すること。 

「許可番号」及び「許可年月日」は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数字

を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可を受けた年月日が複数あるときは、そのうち最も

古いものについて記入すること。 
オ ０ ３「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と申請時の許可番号が異なっている場合

についてのみ記入すること。 
カ ０ ４「審査基準日」の欄は、審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（下記ク項番０ ６

の表２の分類のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了の日以外の日を審査基準日として定めるとき

は、その日）を記入し、例えば審査基準日が令和４年１月３１日であれば０ ４年０ １月３ １日のように、カ

ラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入すること。 
キ ０ ５「申請等の区分」の欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。 

 
 コード 申 請 等 の 種 類  

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求 
２ 経営規模等評価の申請 
３ 総合評定値の請求 
４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求 
５ 経営規模等評価の再審査の申立 
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ク ０ ６「処理の区分」の欄の左欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。    （表１） 

 コード 処  理  の  種  類 

００ １２か月ごとに決算を完結した場合 
（例）令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合 

０１ ６か月ごとに決算を完結した場合 
（例）令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合 

０２ 商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２ 
か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 
（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和７年１０月１日に当該組織変更の登記を行っ 
 た場合で令和８年３月３１日に終了した事業年度について申請するとき 
（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和７年３月３１日に終了した場合で事業年度の変 
 更により令和７年１２月３１日に終了した事業年度について申請するとき 

０３ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 
（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和８年３月３１日に終了した最初の事 
 業年度について申請するとき 

０４ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 
（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和８年３ 
 月３１日）より前の日（令和７年１１月１日）に申請するとき 

 
また、「処理の区分」の右欄は、次の表の分類のいずれかに該当する場合は、同表の分類に従い、該当する

コードを記入すること。なお、いずれにも該当しない場合は空欄とすること。           （表２） 

 コード 処  理  の  種  類  

１０ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請 
するとき（合併後第１期経審） 

    
１１ 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請すると 

き（合併時経審） 

１２ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準 
日として申請するとき（譲渡後第１期経審） 

１３ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲 
渡により新たな経営実態が備わったと認められる日を審査基準日として申請するとき（譲渡時経審） 

１４ 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立て 
が行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更 
生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続 
開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開 
始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請す 
るとき（会社更生法・民事再生法等による手続中の会社の評価） 

１５ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認 
定を受けて申請する場合（外国建設業者の属する企業集団の評価） 

１６ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能 
分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合（グループ評価） 

１７ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する 
親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合（持株会社化経審） 

１８ 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請す 
るとき（分割後第１期経審） 

１９ 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき 
（分割時経審） 

２０ 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

２１ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）とし 
て認定を受けて申請する場合 

２２ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する 
場合 
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ケ ０ ７「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合のみ記入し、株式会社にあっては資本金額を、

それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合は記入しないこと。 

  「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定をうけたも

のである場合にのみ当該法人番号を記入すること。 

コ ０ ８「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字について

は、例えばギ又は パのように１文字として扱うこと。なお、株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリ

ガナを記入しないこと。 
サ ０ ９「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、記入すること。 

（例 （ 株 ） 甲 建 設    

乙 建 設 （ 有 ）   ） 
 
 法人の種類 株式会社 特例有限会社 合名会社 合資会社 合同会社 協同組合 協業組合 企業組合 

略   号 （株） （有） （名） （資） （合） （同） （業） （企）  
シ １ ０「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、

濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

ス  １ １「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の

氏名を、それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。 
セ １ ２「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコード

を記入すること。 
ソ １ ３「主たる営業所の所在地」の欄には、セにより記入した市区町村コードによって表される市区町村に続

く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば

霞 が 関 ２ － １ － １ ３   のように記入すること。 
タ １ ４「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ３ － ５

 ２ ５ ３ － ８ １ １ １   のように記入すること。 

チ １ ５「許可を受けている建設業」の欄は、申請時（審査基準日ではない。）に許可を受けている建設業が一般建

設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 
 

 土木工事業（土） 
建築工事業（建） 
大工工事業（大） 
左官工事業（左） 

鋼構造物工事業（鋼） 
鉄筋工事業（筋） 
舗装工事業（舗） 
しゆんせつ工事業（しゆ） 

熱絶縁工事業（絶） 
電気通信工事業（通） 
造園工事業（園） 
さく井工事業（井） 

 

 とび・土工工事業（と） 
石工事業（石） 
屋根工事業（屋） 
電気工事業（電） 
管工事業（管） 
タイル・れんが・ブロック工事業（タ） 

板金工事業（板） 
ガラス工事業（ガ） 
塗装工事業（塗） 
防水工事業（防） 
内装仕上工事業（内） 
機械器具設置工事業（機） 

建具工事業（具） 
水道施設工事業（水） 
消防施設工事業（消） 
清掃施設工事業（清） 

解体工事業（解） 

 

 
ツ １ ６「経営規模等評価等対象建設業」の欄は、経営規模等評価等を申請する建設業（総合評定値の請求のみ

を行う場合にあっては、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業）についてチの表の( )内に示された略

号のカラムに「９」と記入すること（「１」や「２」が記入されることはない。）。 
テ １ ７「自己資本額」の欄は、審査基準日の決算（以下「基準決算」という。）における自己資本の額又は基

準決算及び前回の申請時における審査基準日（以下「直前の審査基準日」という。）の決算における自己資本

の額の平均の額（以下「平均自己資本額」という。）を記入し、「審査対象」のカラムに「１」又は「２」を記

入すること。また、平均自己資本額を記入した場合は、表内のカラムに基準決算における自己資本の額及び直

前の審査基準日の決算における自己資本の額をそれぞれ記入すること。 
記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 
ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円未満の端数を切

り捨てて表示することができる。ただし、「自己資本額」の欄に平均自己資本額を記入するときは、平均自己

資本額を計算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入すること。カラムに数字

を記入するに当たっては、単位は千円とし、例えば  ,    １,２ ３ ４,０ ０ ０ のように百万円未満の単

位に該当するカラムに「０」を記入すること。 
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ト １ ８「利益額（２期平均）」の欄は、審査対象事業年度における利益額及び審査対象事業年度の前審査対象

事業年度の利益額の平均の額を記入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度

の前審査対象事業年度における営業利益の額及び減価償却実施額をそれぞれ記入すること。 
記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 
ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円未満の端数を切

り捨てて表示することができる。ただし、「利益額（２期平均）」を計算する際に生じる百万円未満の端数に

ついては切り捨てずにそのまま記入すること。 
ナ １ ９「技術職員数」の欄は、別紙二で記入した技術職員の人数の合計を記入すること。 
ニ  ２ ０「登録経営状況分析機関番号」の欄は、経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号を記入

し、例えば０ ０ ０ ０ ０ １のように、カラムに数字を記入するに当たって空位のカラムに「０」を記入する

こと。 
ヌ 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる

者の氏名、電話番号等を記入すること。 
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様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。

建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。

建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

山口市滝町１－１

滝町建設工業株式会社

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人

2.個人

1.一般

2.特定

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

経営規模等評価再審査申立書

総 合 評 定 値 請 求 書

地方整備局長

北海道開発局長

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ １

山口県　知事 殿

項 番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 ０ １ 令和 年

15

－月 日

申 請 時 の
許 可 番 号

０ ２
大臣

コード

3 5 10 11

令和 年月 日

第 0 9 93 5
国土交通大臣

許可 （
般

1 日
知事 山口県　知事 特

3 5 10 11 15

4 年 0 1 月 09 9 9 号 令和 0－ ）

国土交通大臣
許可 （

般前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

０ ３
大臣

コード 日
知事 知事 特

3 5

年 月号 令和－ ）第

1 日

3

申 請 等 の 区 分 ０ ５ 1

6 年 1 0 月 3審 査 基 準 日 ０ ４ 令和 0

3 4

3 5

処 理 の 区 分 ０ ６ 0 0

法 人 又 は 個 人 の 別 ０ ７ 1 （ ）

5

, ,

20 2510 14 15

2 3

3 5 10 15 20

6 7 8 9 0 1（千円） 1 2 3 4 53 , 0 0 0

マ チ ケ ン セ ツ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ８ タ キ コ ウ ギ ヨ ウ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

建 設 工 業 （ 株商 号 又 は 名 称 ０ ９ 滝 町 ）

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

グ チ ケ ン
代表者又 は個人の 氏名
の フ リ ガ ナ

１ ０ ヤ マ

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

１ １ 山 口

3 5

主たる営 業所の所 在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ 3 5 2

建

0 3

20

主たる営 業所の所 在地 １ ３ 滝 町 1 ― 1

3 5 10 15

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

8 5 0 1郵 便 番 号 １ ４ 7 5 9

土 建 大 左 と 石 屋 電

3 3 - 3 6 2電 話 番 号 0 8 3 - 93 －

塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 1

消 清 解

3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ

2 22 1 2 （ ）

3 5 10 15 20

1 211

9 9

25 30

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9 9 9

令和　７　年　４　月　１　日　　　　　　　　

　　 代表取締役　山口　建　　　　　

0 1

不要なものを２本線で消す

大臣許可は「００」、山口県知事許可は「３５」を記入

前回の申請時の許可番号と異なる場
合のみ記入

経営規模等評価申請及び総合評定

値請求は「１」を記入

１２か月ごとに決算を完結した場合は「００」、

それ以外はコード表を参照

企業の単独決算の資本金額又は
出資総額を記入

指定を受けている法人番号を記
入

市町名は省略 目・番・号はハイフン「－」を用いて記入

市外局番・局番・電

話番号はそれぞれハ

イフンで「－」で区切

り、左詰めで記入

申請時に許可を受けている建設業につい
て、一般建設業の場合は「１」、特定建設
業の場合は「２」を記入

経営規模等評価等の
申請等を行う建設業に
「９」を記入

濁音又は半濁音を表す文字につ

いては、前の文字を併せて１文字

として扱う

姓と名の間は１カラム空けて記入
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審査対象

1.基準決算

2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

（株）山口分析センター

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。

技術職員名簿については別紙二による。

その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。次に記載すること。

連絡先

所属等 総務課 山口　太郎 083-933-3629

ファックス番号 083-925-8862

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

氏名 電話番号

0 1 2 3

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０ 0 0

, 5 （人）

3 5

3 5

技 術 職 員 数 １ ９

’ ’ ’ ’ ’ ’

1 01 0 0 0 (千円) 0 0 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

減 価 償 却
実 施 額

’ ’ ’ ’ ’ ’

1 5 0 0 0 (千円)

利益額（利払前税引前償却前利益）

= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

営 業 利 益 営 業 利 益1 0 0 0 0 (千円)

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ ８ ,

’ ’ ’

3 5 10

3 , 5 0 0 （千円）, 1

8 5 0 2 (千円)
直 前 の

審 査 基 準 日

9 7 (千円)

’ ’ ’

- 22 ( ) 基 準 決 算4 , 1 0 2 （千円）,自 己 資 本 額 １ ７ ,

項 番
3 5 10 13

技術職員名簿に記載した技術職員数の総数を記入

申請書を作成した者又は申請内容に関して質問に応
対できる者を記入

千円未満の端数については切り

捨て記入

経営状況分析結果通知書に記載された営業利益

及び減価償却実施額を記載

利益額の２期平均を記入



15 
 

２ 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（２０００２帳票） 
注意事項 

① 一つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を二以上の種類に分割又は重複計上することはできません。 
② 建設工事の請負でないものは、完成工事高に計上できません。 

（例）せん定、草刈り、伐採、除雪、清掃、保守点検管理(部品の交換等)、検査、管理委託にかかる売上 

   常用や人工出しなどの労働者派遣事業にかかる売上 
商品売上 
船舶、自動車、鉄道車両に関する工事高 
自家用固定資産の新設・増設のための工事高（自社社屋等） 
建売住宅の販売額 

③ 次に掲げる事例に該当する場合は、事前に土木建築事務所に御相談ください。 
・ 審査基準日からさかのぼって３年以内に営業年度の変更を行った等により、１２か月に満たない決算 

期がある場合 
・ 審査基準日からさかのぼって３年以内に他の建設業者を吸収合併したり、建設業を譲り受けた沿革を

有する場合 
 
 

ア ３ １ 「審査対象事業年度」の欄は、次の例により記入すること。 
(ア)１２か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合 

    自令和０７年０４月 ～ 至令和０８年０３月 
(イ)６か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合 
   自令和０７年０４月 ～ 至令和０８年０３月 

(ウ)商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２か

月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 
（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和７年１０月１日に当該組織変更の登記を行った場

合で令和８年３月３１日に終了した事業年度について申請するとき 

  自令和０７年０４月 ～ 至令和０８年０３月 
（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和７年３月３１日に終了した場合で事業年度の変更に

より令和７年１２月３１日に終了した事業年度について申請するとき 

    自令和０７年０１月 ～ 至令和０７年１２月 
(エ)事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和８年３月３１日に終了した最初の事業年度

について申請するとき 

      自令和０７年１０月 ～ 至令和０８年０３月 
(オ)事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和８年３月３１

日）より前の日（令和７年１１月１日）に申請するとき 

      自令和７年１０月 ～ 至令和００年００月 
イ ３ １ 「審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前々審査対象事業年度」の欄は、「審査対象事業年度」

の欄に記入した期間の直前の審査対象事業年度の期間をアの例により記入すること。 
ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度の完成工事高及び元請完成

工事高について申請する場合にあっては、直前２年の各審査対象事業年度の期間をアの例により記入し、下欄

に直前２年の各審査対象事業年度の期間をそれぞれ記入すること。 
ウ ３ ２ 「業種コード」の欄は、次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに

記入すること。 

なお、「土木一式工事」について記入した場合においてはその次の「業種コード」の欄は「プレストレスト

コンクリート構造物工事」のコード「０１１」を記入し、「完成工事高」の欄は「土木一式工事」の完成工事

高のうち「プレストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績が

ない場合においてはカラムに「０」を記入すること。また、「元請完成工事高」の欄には「土木一式工事」の

元請完成工事高のうち「プレストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事

に係る実績がない場合においてはカラムに「０」を記入すること。同様に、「とび・土工・コンクリート工事」

に記入した場合においては「業種コード」の欄に「法面処理工事」のコード「０５１」を記入し、「鋼構造物

工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄に「鋼橋上部工事」のコード「１１１」を記入し、それ

ぞれの工事に係る完成工事高及び元請完成工事高を記入すること。 
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「完成工事高」の欄は、３ １で記入した審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。また、「元請

完成工事高」の欄においても同様に、審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。 

ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請する場合にあ

っては、完成工事高は審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の完成工事高の合計を２で除した数

値を記入し、「完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。同様に、

元請完成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請完成工事高の合計を２で

除した数値を記入し、「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入

すること。 
 

 コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類 

０１０ 
０１１ 
０２０ 
０３０ 
０４０ 
０５０ 
０５１ 
０６０ 
０７０ 
０８０ 
０９０ 

土 木 一 式 工 事 
プレストレストコンクリート構造物工事 
建 築 一 式 工 事 
大 工 工 事 
左 官 工 事 
とび・土工・コンクリート工事 
法 面 処 理 工 事 
石 工 事 
屋 根 工 事 
電 気 工 事 
管 工 事 

１００ 
１１０ 
１１１ 
１２０ 
１３０ 
１４０ 
１５０ 
１６０ 
１７０ 
１８０ 
１９０ 

タイル・れんが・ブロック工事 
鋼 構 造 物 工 事 
鋼 橋 上 部 工 事 
鉄 筋 工 事 
舗 装 工 事 
し ゆ ん せ つ 工 事 
板 金 工 事 
ガ ラ ス 工 事 
塗 装 工 事 
防 水 工 事 
内 装 仕 上 工 事 

２００ 
２１０ 
２２０ 
２３０ 
２４０ 
２５０ 
２６０ 
２７０ 
２８０ 

２９０ 

 

機 械 器 具 設 置 工 事 
熱 絶 縁 工 事 
電 気 通 信 工 事 
造 園 工 事 
さ く 井 工 事 
建 具 工 事 
水 道 施 設 工 事 
消 防 施 設 工 事 
清 掃 施 設 工 事 

解 体 工 事 

 

 
エ ３ ３「その他工事」の欄は、審査対象建設業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高及び元請完成工事を 

それぞれ記入すること。 
オ ３ ４「合計」の欄は、完成工事高においては、３ ２及び３ ３に記入した完成工事高の合計を記入すること。 
同様に、元請完成工事高においては、元請完成工事高の合計を記入すること。 

カ この用紙は審査対象建設業に係るウのコード表中の工事の種類４つごとに作成すること。この場合、「その

他工事」及び「合計」は最後の用紙のみに記入すること。また、用紙ごとに、契約後ＶＥ（施工段階で施工方

法等の技術提案を受け付ける方式をいう。以下同じ。）に係る工事の完成工事高について、契約後ＶＥによる

縮減変更前の契約額で評価をする特例の利用の有無について記入すること。 
キ 記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円未満の端数を切

り捨てて表示することができる。この場合、カラムに数字を記入するに当たっては、例えば ,    １,２ ３

 ４,０ ０ ０のように、百万円未満の単位に該当するカラムに「０」を記入すること。 
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別紙一

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

項 番 3 5 7 9

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

10 11 13 15 17 19

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度の前審査対象事
業年度又は前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

01 1 月 至 0 5３ １ 自 0 3 年 2 （ ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

 R4年 11月～  R5年 10月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

 R3年 11月～  R4年 10月

0 6 年 1 0 月5 年 1 1 月 至年 1 0 月 自

（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高

45

３ ２ 0 1 0

25 26 30 35 36 40

81 0 1 5 4 4
, ,

5 0 0 0
,

8 3 0 0 00 1
, , ,

6 52

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

104,802
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

90,000
土木一式工事

3 5 6 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

98,286
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

80,000

, , , , , ,

36 40 45

３ ２ 0 1 1

16 20 25 26 30 35

0 03 2 6 1 6 0 0 0
,

0
, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

24,200
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

12,000

0
, , , , , , , , ,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

41,000
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

20,000
PC工事

3 5 6 10 15 36 40 45

３ ２ 0 2 0

16 20 25 26 30 35

5 25 0 6 64 0 0 0 0
,

0 5 0 5
, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

49,898
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

35,000

0 0
, , , , , , , ,

5 0 0
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

51,407
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

45,000
建築一式工事

3 5 6 10 15 36 40 45

３ ２ 0 8 0

16 20 25 26 30 35

0 03 0 2 22 5 0 0 0
,

2 1 9 7
, ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

25,900
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

20,000

0 0
, , , , , , , ,

2 0 0
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

34,500
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

30,000
電気工事

3 5 10 13 15 40

３ ３ その他

20 23 25 30 33 35

,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , ,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審査
対 象 事 業 年 度

, , , ,,

その他   工事

3 5 10 13 15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

40

３ ４ 合　計

20 23 25 30 33 35

, , , , , ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, , , , , ,

記載要領のコード表よ
り記入すること（以下
同じ）

左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高につ
いて記入すること

左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高
について記入すること

内訳の専門工種は０円でも記
入すること

端数切捨て

最後の用紙のみ記入

用紙毎に記載されている工事種類別
完成工事高について契約後VEに係
る評価の特例の利用の有無を記載す
ること
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３ 工事種類別完成工事高付表（様式第１号） 

ア 審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業（以下「一式工事業」という。）である場合においては、許可

を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業に係る建設工事の年間平均完成工事高をその内容に応じて、

当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができる。 

ただし、この場合、一式工事業の年間平均完成工事高に含めた一式工事業以外の建設業については、審査対

象建設業にすることはできないので注意すること。 

元請についても、完成工事高と同様の取扱とする。 

〔例〕 
 
   

 許可業種 

 
経営規模等評価 

 
対 象 業 種 

  

可 否 
 完 成 

 
工事高 

う ち 
元 請  完成工事高  うち元請 

 

 

例 

 

 

１ 

 

 土   木(Ａ) 

 建   築(Ｂ) 

 とび・土工(Ｃ) 

   管  (Ｄ) 

 舗   装(Ｅ) 

   計 

 

 20,000 

 15,000 

 10,000 

  1,000 

  4,000 

 50,000 

 

 20,000 

 15,000 

  4,000 

  1,000 

  2,000 

 42,000 

 

       Ａ 

 

    34,000 

   (A 20,000) 

   (C 10,000) 

   (E  4,000) 

 

       26,000 

    (A 20,000) 

    (C  4,000) 

    (E  2,000) 

 

○ 

       Ｂ       16,000 

   (B 15,000) 

   (D  1,000) 

       16,000 

    (B 15,000) 

    (D  1,000) 

       計       50,000        42,000 

 

 

例 

 

 

２ 

 

 土   木(Ａ) 

 建   築(Ｂ) 

 とび・土工(Ｃ) 

   管  (Ｄ) 

 舗   装(Ｅ) 

   計 

 

 20,000 

 15,000 

 10,000 

  1,000 

  4,000 

 50,000 

 

 20,000 

 15,000 

  4,000 

  1,000 

  2,000 

 42,000 

 

       Ａ 

 

     34,000 

   (A 20,000) 

   (C 10,000) 

   (E  4,000) 

 

       26,000 

    (A 20,000) 

    (C  4,000) 

    (E  2,000) 

 

× 

       Ｂ       16,000 

   (B 15,000) 

   (D  1,000) 

       16,000 

    (B 15,000) 

    (D  1,000) 

       Ｃ 

    申請不可 

           0             0 

       計       50,000        42,000 

 

 

例 

 

 

３ 

 

 土   木(Ａ) 

 建   築(Ｂ) 

 とび・土工(Ｃ) 

   管  (Ｄ) 

 舗   装(Ｅ) 

   計 

 

 20,000 

 15,000 

 10,000 

  1,000 

  4,000 

 50,000 

 

 20,000 

 15,000 

  4,000 

  1,000 

  2,000 

 42,000 

 

       Ａ 

 

      31,000 

   (A 20,000) 

   (C  7,000) 

   (E  4,000) 

 

       24,000 

    (A 20,000) 

    (C  2,000) 

    (E  2,000) 

 

○ 

      Ｂ       19,000 

   (B 15,000) 

   (C  3,000) 

   (D  1,000) 

       18,000 

    (B 15,000) 

    (C  2,000) 

    (D  1,000) 

       計       50,000        42,000 
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イ 審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合においては、許可を受けた建設業のうち一式工事業以

外の建設業に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて、当該一式工事業以外の建設業に係

る建設工事の完成工事高に含めることができる。 

ただし、この場合、他の建設業の完成工事高に含めた建設業については、審査対象建設業にすることはでき

ないので注意すること。 

元請工事について、それぞれ完成工事高と同様の取扱とする。 

〔例〕 
 
   

 許可業種 

 
経営規模等評価 

 
対 象 業 種 

  

 可 否 
完 成 

 
工事高 

う ち 
元 請 完成工事高 うち元請 

 

 

例 

 

４ 

 

   管  (Ｄ) 

 水 道 施 設(Ｆ) 

 消 防 施 設(Ｇ) 

 （ そ の 他 ） 

   計 

 

  10,000 

   2,000 

   3,000 

       0 

  15,000 

 

    5,000 

    1,000 

      500 

        0 

    6,500 

 

Ｄ 

 

      13,000 

    (D 10,000) 

    (F  2,000) 

    (G  1,000) 

 

       6,500 

    (D  5,000) 

    (F  1,000) 

    (G    500) 

 

○ 

     (G  2,000)     (G      0) 

計        15,000         6,500 

 

 

例 

 

５ 

 

   管  (Ｄ) 

 水 道 施 設(Ｆ) 

 消 防 施 設(Ｇ) 

 （ そ の 他 ） 

   計 

 

  10,000 

   2,000 

   3,000 

       0 

  15,000 

 

    5,000 

    1,000 

      500 

        0 

    6,500 

 

Ｄ 

 

      13,000 

   (D 10,000) 

   (F  2,000) 

   (G  1,000) 

 

       6,500 

   (D  5,000) 

   (F  1,000) 

   (G    500) 

 

× 

Ｇ 

申請不可 

   (G  2,000)    (G      0) 

計      15,000        6,500 
 

ウ ア、イの申出をした場合でも工事経歴書（様式第二号）は建設工事の種類ごとの請負代金の額を記入し（事

業年度終了の変更届も建設工事の種類ごとに作成）、完成工事高整理表（山口県様式第一号）は、申出の額に

したがって作成すること。 

また、前回の申請で審査対象建設業とせずに他の業種に合算した場合で、今回の申請ではそれぞれ個別に審

査対象建設業とする場合には、前年度の工事種類別完成工事高はそれぞれ個別に分けて記載すること。  

なお、次の申出をしようとする場合（例３の事例）は、その申出の額をそのまま、別記様式第１号に記載す

るものとする。 

(ア) 一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高として

分割分類し、許可を受けた建設業に係る建設工事の完成工事高に加えて申し出ようとする場合。  

(イ) 一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても(ア)と同様の方法により計算して申し出ようとす

る場合。 
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４ 工事経歴書（様式第二号） 
  事業年度終了後に提出する変更届出書や業種追加申請等において新しい様式第二号を作成し、提出した場合は、

その事業年度については省略できる。 

 ※記載については、許可申請の手引きを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 完成工事高整理表（山口県様式第１号） 

ア この表は、別紙１「工事種類別完成工事高」（２０００２）に記載の工事の種類別に作成すること（Ｐ１９

～Ｐ２１の申出をした場合、申出の額によって作成すること。） 

イ 審査基準日の決算（基準決算）について、記載された請負代金の額の合計が、完成工事高に係る請負代金の

額の合計の概ね７割を超えるところまで、元請下請に関わらず、請負代金の額（工事進行基準を採用している

場合にあっては、完成工事高）の大きい順に記載すること。ただし、建設業法施行令第１条の２第１項に規定

する軽微な工事（１件税込み５００万円未満の工事）については、１０件を超えて記載することを要しない。

※そのうち、契約書等によって確認を行うのは上位３件とする。 

ウ 記載は、１つの請負契約の単位とし、複数の請負契約に係る建設工事の完成工事高を１つにまとめて記載す

ることはできない。また、１つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を２以上の種類に分割または重複して

記載することはできない。 

エ 前年度経営事項審査を受けていない場合は、２年度分又は３年度分（別葉で）作成すること。 

オ 「番号」の欄は、工事ごとに番号を付し、この番号により契約書・請書・注文書等を整理しておくこと。 

カ 「注文者」の欄には、請負契約の相手方の商号・名称又は氏名（下請の工事については直接注文を受けた相

手方の商号・名称）を記入すること。 

キ 「元請・下請」の欄の「元請」とは、建設工事の最初の注文者（発注者）から請け負ったものをいう。  

ク 「工事名」の欄は、工事内容がわかるよう具体的に工事の名称を記入すること。 

ケ 「完成工事高」の欄は、千円単位で記入し、請負金額に変更があった場合には、変更後の金額とすること。

また、工事進行基準による場合は、その工事の最終契約額をかっこ書きの２段書きすること。  

コ 「下請発注状況」の欄には、下請に発注した金額が１件あたり１００万円以上の工事について、１件ごとに

下請代金の額及び工事内容を記入すること。 

サ 記入対象外の工事については、「その他工事○○件」と記入し、その合計金額を「完成工事高」の欄に記入

すること。 

シ 記入対象工事が多い場合は、２枚以上の用紙を使用すること。この場合、「その他工事○○件」及び「合計」

については、最終用紙にのみ記入すること。 

注：工事名等によらず、工事内容に即した業種に分類して計上してください。 

 様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

元請 JV 工事現場のある
又は の 都道府県及び うち、  完成又は

下請 別 市区町村名    ・PC  完成予定年月

の別  主任技術者 監理技術者    ・法面処理

   ・鋼橋上部

○○市 元請 JV
市道○○線　法面処理工
事

山口県○○市 大村　慎一 レ 27,333千円 27,333千円 令和　5年12月 令和　6年2月

山口県 元請
県道○○線　道路標識設
置工事

山口県○○町 品川　紀夫 レ 4,100千円 千円 令和　6年5月 令和　6年6月

千円 千円 令和　　年　　月 令和　　年　　月

㈱○×建設 下請 ○×ビル基礎工事 山口県○○市 広沢　恭平 レ 5,400千円 千円 令和 6年4月 令和　6年6月

㈲△△工務店 下請
△△川改修工事の内掘削
工事

山口県○○町 木戸　勝彦 レ 4,415千円 千円 令和　6年10月 令和　6年10月

○○開発㈱ 元請 ○○社宅　外構工事 山口県○○市 品川　紀夫 レ 3,200千円 千円 令和　5年11月 令和　5年12月

○○開発㈱ 下請
○○アパート改築工事の
内足場仮設工事

山口県○○市 広沢　恭平 レ 2,200千円 千円 令和　6年1月 令和　6年2月

㈱○×建設 下請 県道○○線　側溝工事 山口県○○市 品川　紀夫 レ 2,100千円 千円 令和　6年2月 令和　6年3月

㈲○○土木 下請
市道○○線　カッター工
事

山口県○○市 木戸　勝彦 レ 2,000千円 千円 令和　5年11月 令和　5年12月

㈱○×建設 下請
Ａ邸新築工事の内基礎工
事

山口県○○市 木戸　勝彦 レ 1,985千円 千円 令和　6年2月 令和　6年3月

㈱○×建設 下請 △△社宅　足場仮設工事 山口県○○市 品川　紀夫 レ 1,977千円 千円 令和　6年7月 令和　6年7月

○○開発㈱ 下請 国道○○号　側溝工事 山口県○○市 広沢　恭平 レ 1,855千円 千円 令和　6年7月 令和　6年7月

Ｋ・Ｋ 下請 Ｋ邸車止め設置工事 山口県○○市 品川　紀夫 レ 1,777千円 千円 令和　6年3月 令和　6年3月

 

 

氏　　名  主任技術者又は監理技術者

工　事　経　歴　書

（建設工事の種類）　　とび・土工・コンクリート　工事 （　税込　・　税抜　）

注　文　者 工　事　名 配  置  技  術  者 請 負 代 金 の 額 工　　期
着 工 年 月

 の別（該当箇所にﾚ印を記載）

 小　　計
12件 58,342千円 27,333千円

うち　元請工事

34,633千円 27,333千円

 合　　計
42件 78,730千円 27,333千円

うち　元請工事

43,499千円 27,333千円
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（様式Ａ４）

（　　　　　６年度）

（建設工事の種類）　　　　　　　　電気　工事 申請者

着工年月 下請代金（千円）

完成年月 下請工事の内容

〇〇〇線道路改良工事に 　6年　5月 1,800

伴う電気設備工事 　6年　8月 建柱工事

　　年　　月 1,454

　　年　　月 足場工事

〇〇川河川改修 　　年　　月

（照明設備） 　6年　11月

ビジネスホテル〇△新築工事 　6年　5月 1,000

に伴う電気工事 　6年　8月 空調設備工事

　6年　6月

　6年　7月

▲■総合公園照明施設 　6年　7月

設置工事 　6年　7月

　6年　5月

　6年　6月

　6年　6月

　6年　6月

　6年　7月

　6年　7月

　6年　6月

　6年　6月

　6年　　月

　6年　　月

そ の 他 工 事 8 件
1,786

合 計
22,197

山口県様式第１号

完成工事高整理表

番号 注文者
元請
・

下請
工事名

完成工事高
（千円）

滝町建設工業(株)

代表取締役　　山口　建

7

8

9

10

山口県

〇〇〇建設（株）

（株）〇〇建設

〇◇食品（株）

（財）▲■総合
公園管理協会

1

2

3

4

5

6

元請

下請

下請

元請

（株）★デパート

▼◆マンショ
ン管理組合

●〇工務店

1,500       元請

元請

元請

下請

6,500       

2,100       

1,625       〇◇食品（株）電気系統工事

★デパート電気工事

▼◆マンション照明改修工事

N邸新築工事に伴う電気工事

K邸新築時工事に伴う電気工事

O邸電気工事

1,425       

1,300       

1,116       

1,000       

995          

下請に発注した金額が一件あたり１００万
円以上の工事について、１件ごとに下請代
金の額及び工事の内容を記載する。

記入対象外の工事につい
ては、「その他工事○○
件」と記入し、その合計
金額を「 記入対象工事が多い場合は、２枚以

上の用紙を使用すること。
「その他工事」及び「合計」につい
ては最終用紙にのみ記載すること。
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６ 技術職員名簿（２０００５帳票） 
ア この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在籍する技術職員

（建設業法施行規則第18条の３第２項第１号から第３号までに該当する者。以下同じ。）に該当する者全員に

ついて作成すること。なお、一人の技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとす

る。 

イ        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、

かつ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２ のように右詰めで記入するこ

と。 

ウ ８ １「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３、12

枚目であれば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

エ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入すること。 

オ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること。 
カ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の

種類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。 

  

 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類  

０１ 
０２ 
０３ 
０４ 
０５ 
０６ 
０７ 
０８ 
０９ 
１０ 

土木工事業 
建築工事業 
大工工事業 
左官工事業 
とび・土工工事業 
石工事業 
屋根工事業 
電気工事業 
管工事業 
タイル・れんが・ブロック工事業 

１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 
１７ 
１８ 
１９ 
２０ 

鋼構造物工事業 
鉄筋工事業 
舗装工事業 
しゆんせつ工事業 
板金工事業 
ガラス工事業 
塗装工事業 
防水工事業 
内装仕上工事業 
機械器具設置工事業 

２１ 
２２ 
２３ 
２４ 
２５ 
２６ 
２７ 
２８ 

２９ 

 
 

熱絶縁工事業 
電気通信工事業 
造園工事業 
さく井工事業 
建具工事業 
水道施設工事業 
消防施設工事業 
清掃施設工事業 

解体工事業 

 

 
キ 「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対

応する建設業の種類に係るものについて別表（四）の分類に従い、該当するコードを記入すること。 
ク 「講習受講」の欄は、建設業法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定により監理技術

者資格者証の交付を受けている場合であって、法第26条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の

登録を受けた講習を受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 
ケ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を受

けている者についてその交付番号を記入すること。 
コ 「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは 

２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する

者を対象としてその能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数（ただし、算入でき

るＣＰＤ単位数は一人当たり30単位を上限とする。）を記載すること。 
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【参考】建設業法第７条第２号イ・ロ・ハに該当する者 
(イ) 審査を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等

学校（旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による実業学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業し

た後５年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科（別表１）を修めたもの 
審査を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による大学（旧大学令（大正７年勅令第

３８８号）による大学を含む。）若しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による

専門学校を含む。）を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科（別

表１）を修めたもの 
審査を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、国土交

通省令に規定する学科（別表１）に合格した後５年以上実務の経験を有する者。 
審査を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専門学校卒業程度検定規程による検定で国土交通省

令に規定する学科（別表１）に合格した後３年以上実務の経験を有する者。 
(ロ) 審査を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、１０年以上実務の経験を有する者 
(ハ) 国土交通大臣が(イ)又は(ロ)に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

（有資格者） 
 
別表１ 建設業の種類別指定学科 
 

 建設業の種類  学  科 

 土木工事業 
 舗装工事業 

 土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関す 
 る学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工 
 学に関する学科 

 建築工事業 
 大工工事業 
 ガラス工事業 
 内装仕上工事業 

 建築学又は都市工学に関する学科 

 左官工事業 
 とび・土工工事業 
 石工事業 
 屋根工事業 
 タイル・れんが・ブロック工事業 
 塗装工事業 
 解体工事業 

 土木工学又は建築学に関する学科 

 電気工事業 
 電気通信工事業 

 電気工学又は電気通信工学に関する学科 

 管工事業 
 水道施設工事業 
 清掃施設工事業 

 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 

 鋼構造物工事業 
 鉄筋工事業 

 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

 しゆんせつ工事業  土木工学又は機械工学に関する学科 

 板金工事業  建築学又は機械工学に関する学科 

 防水工事業  土木工学又は建築学に関する学科 

 機械器具設置工事業 
 消防施設工事業 

 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

 熱絶縁工事業  土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

 造園工事業  土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

 さく井工事業  土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

 建具工事業  建築学又は機械工学に関する学科 
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土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

００１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００２ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００３ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００４ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

１１１ 5 5 5 5 5

２１２ 2 2 2 2 2

１１３ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ １※ 5 １※ 5

１１H １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２１４ 2 2 １○ 2 2 2 １○ １○ 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ 2 １○ 2

２１Ｊ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１５ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｋ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１６ １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｌ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １※ 5 5 １※ １※ １※ 5

１２Ｃ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２２１ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２２ 2 １○ 2 2 １○ １○ 2 2 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２３ 2 2 １○ １○ 2 2 2 １○ 2 2 2 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○

２２Ｄ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２７ 5 １※ １※

１２Ｅ １※ １※

２２８ 2 １○ １○

２２Ｆ １○ １○

１２９ 5 １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

１２Ｇ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３０ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２３Ａ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１３１ ５

２３２ ２

１３３ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 5 １※ １※ １※ １※

１３Ｄ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３４ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○

２３Ｅ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

別表２　業種別技術職員コード表　1／４

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）

令第29条該当

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

種
別

土 木

２級土木施工管理技士補 土 木

２級土木施工管理技士 鋼構造物塗装

２級土木施工管理技士補 鋼構造物塗装

２級土木施工管理技士 薬 液 注 入

２級電気工事施工管理技士補

２級土木施工管理技士補 薬 液 注 入

１級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

仕 上 げ

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）

１級電気通信工事施工管理技士

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

建設業の種類
コード

２級電気通信工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士
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※解体工事の技術者資格要件について  
・１級土木施工管理技士 （コード１１３） 
・２級土木施工管理技士（土木）（コード２１４） 
・１級建築施工管理技士 （コード１２０）  
・２級建築施工管理技士（建築）（コード２２１）  
・２級建築施工管理技士（躯体）（コード２２２） 
   ①平成２８年度以降の合格者は、その合格をもって解体工事業の資格も有する。  
   ②平成２７年度以前の合格者が解体工事の資格を有するには、合格後解体工事の実務
経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。  
・技術士（建設 ・ 総合技術監理 「建設」） （コード１４１） 
・技術士（建設 「鋼構造及びコンクリート」 
・ 総合技術監理 「建設－鋼構造及びコンクリート」） （コード１４２）  
    解体工事の資格を有するには、合格後解体工事の実務経験１年以上又は登録解体工事
講習の受講が必要。  
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備考 
１ 資格区分右端の【  】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に建設業法第７条第２

号ハ該当となるために必要とされている実務経験年数 
２ 職業能力開発促進法に基づく２級技能検定合格後に必要な実務経験年数は、平成１６年４月１日時点で合格してい

る場合は、１年で可 
３ 次のコードについては、以下のことに注意すること。 

００５    ：主任技術者有資格者であって、かつ、以下のいずれかに該当する者 

土木一式工事、舗装工事 一級の第一次検定のうち検定種目を建設機械施工管理又は土木施工管理とするものに合格してい

ること 

建築一式工事、大工工事、左官工事、屋根工

事、タイル・れんが・ブロツク工事、鉄筋工

事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装

仕上工事、熱絶縁工事、建具工事 

一級の第一次検定のうち検定種目を建築施工管理とするものに合格していること 

とび・土工・コンクリート工事 一級の第一次検定のうち検定種目を建設機械施工管理、土木施工管理又は建築施工管理とするも

のに合格していること 

石工事、鋼構造物工事、塗装工事、解体工事 一級の第一次検定のうち検定種目を土木施工管理又は建築施工管理とするものに合格しているこ

と 

電気工事 一級の第一次検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格していること 

管工事 一級の第一次検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格していること 

しゅんせつ工事、水道施設工事 一級の第一次検定のうち検定種目を土木工事施工管理とするものに合格していること 

電気通信工事 一級の第一次検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格していること 

造園工事 一級の第一次検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格していること 

全業種共通 建設業法第十五条第二号イ、ロ又はハに該当すること 

 

２３５    ：工事担任者資格者証は、「第一級アナログ通信」及び「第一級デジタル通信」の両方を受けた者、又は「総合通信」の交付を受け 

た者に限られます。（令和３年４月１日以降に①工事担任者試験に合格した者、②工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 

の養成課程で総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを終了した者、③②と同等以上の知識 

及び技能を有すると総務大臣が認定した者の①～③のいずれかの者に限られます。） 

１７６，２７６：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の

配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。 

１８１，２８１：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限

られます。 

１８２，２８２：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」

とするものの双方に合格したものに限られます。 

１８４，２８４：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の 板金又は板金工とするものにあっては、選択科

目を「建築板金作業」とするものに限られます。建築板金とするものにあっては、選択科目を「内外装板金作業」とするものに限

られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。 

１８８，２８８：昭和４８年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても「塗装」に該当します。 

１９５，２９５：昭和４８年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。 

０４０    ：平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者については「登録基礎ぐい工事試験」を合格した者とみなします。 

０６０    ：平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までに実施された解体工事施工技士試験に合格した者につ

いては「登録解体工事試験」を合格した者とみなします。  
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様式第３号                                （用紙Ａ４） 

 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 

 

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、

下表に掲げる者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを

証明します。 

 

令和８年 ４月１日 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 

山口県  知事  殿        住所  山口市滝町１－１ 

                    商号又は名称  滝町建設工業株式会社 

                    代表者氏名  山口 建        

 

通番 氏  名 生年月日 

○ ○○ ○○  昭和○○年○○月○○日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

記載要領 

１ 「  地方整備局長 

北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

知事」 

２ 規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日において

継続雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。 

３ 通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１４・別紙２の記載と統一すること。 

 

技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準

日現在において高齢者雇用安定法第９条第１

項第２号に規定する継続雇用制度の対象者を

記載してください。 

技術職員名簿の通番

を記入すること。 

※ 継続雇用制度 

現に雇用している高年齢者が希望しているとき

は、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用

する制度。 
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７  技術職員実務経歴調書（山口県様式第２号） 
ア 技術職員名簿の「有資格区分コード」の欄に、別表２「業種別技術職員コード表」（Ｐ２７～Ｐ３０）にお

いて合格・卒業後の実務経験を要するコードを記入した者について、技術職員名簿の記載順に記入すること。 

  ただし、今回の審査基準日の直前の審査基準日における経営事項審査（以下、前回という。）を受審してい

る場合は、以下の者についてのみ記入すること。 

   ①今回の技術職員名簿から新たに掲載され、技術職員実務経歴調書の記載が必要な者 

   ②前回の技術職員名簿から業種コードを変更し、技術職員実務経歴調書の記載が必要な者 
イ 「最終学校名」「専攻学科名」の欄には技術職員の有資格コードが「００１」である場合のみ記入すること。

なお、「専攻学科名」の欄には、建設業の種類別指定学科に関するもの（別表１、Ｐ２６）のみ記入すること。 
ウ 「免許・資格」の欄には、建設工事に関し法令による免許又は技術・技能の認定を受けた旨を記入すること。 
エ 「実務経歴」の欄には、経験年月数に見合う期間について、純粋に建設工事に従事した職種及び地位を具体

的に記入すること。 
オ 「備考」の欄には、別表２「業種別技術職員コード表」の資格コードを記入すること。 
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８ その他の審査項目（社会性等） 
１        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、 

 かつ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２のように右詰めで記入する。 

２ ４ １「雇用保険加入の有無」の欄は、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについて公共

職業安定所の長に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が１人も雇

用されていない場合等の雇用保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。 
３ ４ ２「健康保険加入の有無」の欄は、従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年

金機構又は健康保険組合に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が

４人以下である個人事業主である場合等の健康保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。 
４ ４ ３「厚生年金保険加入の有無」の欄は、従業員が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについて

の日本年金機構に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下

である個人事業主である場合等の厚生年金保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。 
５ ４ ４「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、

特定業種退職金共済契約を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 

６ ４ ５「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」の欄は、審査基準日において、次のいずれかに該

当する場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は「２」を記入すること。 

(ア) 労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規則が定

められていること。 

(イ) 勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されていること。 

(ウ) 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約が締結されていること。 

(エ) 厚生年金基金が設立されていること。 

(オ) 法人税法に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。 

(カ) 確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）に規定する確定給付企業年金が導入されていること。 

(キ) 確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に規定する企業型年金が導入されていること。 
７ ４ ６「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、（公財）建設業福祉共済団、（一

社）全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険

会社との間で、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に基づく保険給付の基因となつた業務災害及び

通勤災害（下請負人に係るものを含む。）に関する給付についての契約を、締結している場合は「１」を、締

結していない場合は「２」を記入すること。 
８ ４  ７「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員の人数

が技術職員の人数の合計の15％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入すること。ま

た、「技術職員数」の欄には別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の

欄には、審査基準日において満35歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職

員数」の欄に記載した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。 

９ ４ ８「新規若年技術職員の育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満35歳未満の技術職員のうち、審

査対象年内に新規に技術職員となつた人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該

当しない場合は「２」を記入すること。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記

載された技術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満35歳未満のものの人数を、

「新規若年技術職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術職員数」の欄に

記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。 

10 ４ ９「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前１年のうちに

取得したＣＰＤの単位数（ただし、算入できるＣＰＤ単位数は１人当たり30単位を上限とする。）を記載すること。

また、「技術者数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第１８条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは２

級の第一次検定に合格した者（第１８条の３第２項第１号に規定される者に該当する者を除く。）の数を記載するこ

と。 

11 ５ ０「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前３年のうち

に国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下この11において「認定能力評価」とい

う。）の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区分より１以上上位であつた技能者の数を記載

すること。また、「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事した

者であつて第14条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事

の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を、「控除対象者」欄は、審査基準日以前３年のうちに認定能力評価

により評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を記載することとする 

 【読み替え】 
審査基準日の３年前の日以前に 
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12 ５ １「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）に基づく「えるぼし認定（第１段階目）」を

受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（第２段階目）」を受けている場合は「２」を、「えるぼし認定（第３

段階目）」を受けている場合は「３」を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」を、いずれの認定も

受けていない場合は「５」を記入すること。 

13 ５ ２「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、次世代育成支援対策推進

法（平成15年法律第120号）に基づく「くるみん認定」を受けている場合は「１」を、「トライくるみん認定」を受

けている場合は「２」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場合は「３」を、いずれの認定も受けていない場

合は「４」を記入すること。 

14 ５ ３「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、青少年の雇用の

促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は「１」を、受けてい

ない場合は「２」を記入すること。 

15 ５ ４「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄は、審査基準日以前１年

のうちに発注者から直接請け負つた建設工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設工事におい

て建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した場合

は「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」をいず

れにも該当しない場合は「３」を記入すること。 

16 ５ ５「営業年数」の欄は、審査基準日までの建設業の営業年数（建設業の許可又は登録を受けて営業を行つ

ていた年数をいい、休業等の期間を除く。ただし、平成23年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定

又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、当

該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行つていた年数をいい、休業等の期間を除

く。）を記入し、表内の年号については不要のものを消すこと。 
17 ５ ６「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄は、平成23年４月１日以降の申立てに係る再生手続開

始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない

場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 
18 ５ ７「防災協定の締結の有無」の欄は、審査基準日において、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第２条第１項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体と

の間で、防災活動に関する協定を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 
19 ５ ８「営業停止処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による営業の停止を受けたこと

がある場合は「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 
20 ５ ９「指示処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による指示を受けたことがある場合

は「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

21 ６ ０「監査の受審状況」の欄は、審査基準日において、会計監査人の設置を行つている場合は「１」を、会計参

与の設置を行つている場合は「２」を、第１８条の３第３項２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者で

あつて、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理講習を受講した

者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの又は第１８条の３第

３項第２号ニに該当する者（一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る。）が経理処理の適

正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「３」を、いずれにも該当しない場合は「４」

を記入すること。 
22 ６ １「公認会計士等の数」の欄は、第１８条の３第３項第２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者

であつて、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理講習を受講し

た者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの及び第１８条の３

第３項第２号ニに該当する者の人数の合計を記入すること。 
23 ６ ２「二級登録経理試験合格者等の数」の欄は、二級登録経理試験に合格した者であつて、合格した日の属する

年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、二級登録経理講習を受講した者であつて、受講した

日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を超過しないもの又は第１８条の３第３項２号ニに該当する

者（二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者とされる者に限る。）の人数の合計を記入するこ

と。 
24 ６ ３「研究開発費（２期平均）」の欄は、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度に

おける研究開発費の額の平均の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」

を記入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度におけ

る研究開発費の額を記入すること。 

25 ６  ４「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査

基準日から１年７月以上の使用期間が定められているものに限る。）により使用する建設機械抵当法施行令（昭

和29年政令第294号）別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレ
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ーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第60
条第１項の自動車検査証をいう。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセ

ミトレーラ」と記載されているもの並びに労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第12条第１項第４

号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第13条第３項第34号に掲げる作業床の高さが二

メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解体用機械に

ついて、台数の合計を記入すること。 
26 ６ ５「エコアクション２１の認証の有無」の欄は、審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得

している場合（認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除

く。）は「１」を、取得していない場合は「２」を記入すること。 
27 ６ ６「ＩＳＯ９００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格に

より登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られてい

る場合を除く。）は「１」を、受けていない場合は「２」を記入すること。 
28 ６ ７「ＩＳＯ１４００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規

格により登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られ

ている場合を除く。）は「１」を、受けていない場合は「２」を記入すること。 

 

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 
ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り

捨てて表示することができる。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する際に生じる百万円未満の端数につい

ては切り捨てずにそのまま記入すること。 

記入すべき割合は、小数点第２位以下の端数を切り捨てて表示すること。 
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

（人）

 1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、

 3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定　 、5．非該当

〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

健康保険加入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

雇用保険加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

3

厚生年金保険加入の有無 ４ ３ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 1 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ７ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 5 (人) 2 (人) 40.0 (％)

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ８ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 1 (人)

CPD単位取得数 ４ ９ ,

20.0 (％)

3 5 10 11 15

, 8 （人）

3 5 9 10 15

5（単位） 技術者数, 7

技能レベル向上者数 ５ ０ , （人） 控除対象者数2 （人） 技能者数

20

〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ５ ２ 1

0（人）

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に
基づく認定の状況

５ １ 1

,, 6

3

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために
必要な措置の実施状況

５ ４ 1

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の
状況

５ ３ 1

 40年    11月   12日 年　　　　か月
昭和60年3月1日有限会社から株式会
社に組織変更

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

営業年数 ５ ５ 5

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕 令和

4 （年）
昭和
平成
令和

   年     月     日 令和      年     月     日 令和      年     月     日

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

営業停止処分の有無 ５ ８ 2 〔1.有、2.無 〕

3

防災協定の締結の有無 ５ ７ 1 〔1.有、2.無 〕

3

監査の受審状況 ６ ０ 4
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3 5

指示処分の有無 ５ ９ 2 〔1.有、2.無 〕

3

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ２ ,

公認会計士等の数 ６ １ ,

0 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査 対象事 業年 度 の前 審査 対 象事 業 年度

0 （人）

3 5 10

3 5

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

3 5

研究開発費（２期平均） ６ ３ , （千円）, ,

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ６ 1 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

建設機械の所有及びリース台数 ６ ４ 1 1

0

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ７ 1 〔1.有、2.無 〕

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

審査基準日直前1年間に営業停止・指示処分を受けた場
合は「1」を、それ以外の場合は「2」を記入

以下の区分により記入（審査基準日時点）

「1」…会計監査人の設置を行っている場合（監査報

告書において、無限定適正意見、限定付適正意見が

表明された場合）

「2」…会計参与の設置を行っている場合（会計参与

報告書が作成されている場合）

「3」…項番61に計上した者のいずれかが「経理処理

の適正を確認した旨の書類」に自らの署名を付した

ものを提出している場合

「4」…上記以外

項番61：公認会計士、税理士であって国土交通大臣が指定

する研修を受講した者及び１級登録経理試験合格者並びに

１級登録経理講習を受講した翌年度から５年経過しない者

（常勤）

【経過措置Ｒ5.3.31まで】

Ｈ29.3.31以前に１級の登録経理試験に合格した者

項番62：２級登録経理試験合格者並びに２級登録経理講習を

受講した翌年度から５年経過しない者

【経過措置Ｒ5.3.31まで】

Ｈ29.3.31以前２級の登録経理試験に合格した者

審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から１年７月以上の使用期間が定められている
ものに限る。）により使用する建設機械の合計台数を記入すること。
※対象建設機械については、P.52を参照。

様式第６号「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置

を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」の提出内容に応じて、

「１」または「２」を記入。該当がない場合は「３」を記入する

※令和５年８月１４日以降に終了日を迎える事業年度から加点対象。

それ以前の事業年度については未記入とすること。

項番49：【必要に応じて「様式第４号」を提出すること】

（CPD単位取得数）20005帳票及び様式第４号に記載した単位数の総計

※取得単位数がない場合は「０」を記入する

（技術者数） 20005票及び様式第４号に記載した者の総計

※CPD単位取得数や技能向上者数がない場合も記入すること

項番50：【必要に応じて「様式第５号」を提出すること】

（技能レベル向上者数）様式第５号に記載したレベル向上の有無の「〇」の総数

※技能レベル向上者がいない場合は「０」を記入

（技能者数） 様式第５号に記載した者の総計

※CPD単位取得数や技能向上者数がない場合も記入すること

（控除対象者数）様式第５号に記載した控除対象者の総計

※控除対象者がいない場合は「０」と記入する
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別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

（人）

 1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、

 3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定　 、5．非該当

〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

健康保険加入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

雇用保険加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

3

厚生年金保険加入の有無 ４ ３ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ６ 1 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ７ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 5 (人) 2 (人) 40.0 (％)

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ８ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 1 (人) 20.0 (％)

3 5 10 11 15

, 8 （人）5（単位） 技術者数, 7
20

技能レベル向上者数 ５ ０ , 0

3 5 9 10 15

CPD単位取得数 ４ ９ ,

（人）

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に
基づく認定の状況

５ １ 1

,, 6 （人） 控除対象者数2 （人） 技能者数

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の
状況

５ ３ 1 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ５ ２ 1

営業年数 ５ ５ 5

3

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために
必要な措置の実施状況

５ ４ 1

4 （年）
昭和
平成
令和

 40年    11月   12日 年　　　　か月
昭和60年3月1日有限会社から株式会
社に組織変更

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

令和      年     月     日

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕 令和

防災協定の締結の有無 ５ ７ 1 〔1.有、2.無 〕

3

   年     月     日 令和      年     月     日

指示処分の有無 ５ ９ 2 〔1.有、2.無 〕

3

営業停止処分の有無 ５ ８ 2 〔1.有、2.無 〕

3

公認会計士等の数 ６ １ ,

監査の受審状況 ６ ０ 4
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3 5

0 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対 象 事 業 年 度の 前 審 査 対象事 業 年度

0 （人）

3 5

,

研究開発費（２期平均） ６ ３ ,

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ２

, ,

3 5 10

0 （千円）

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ４ 1 1

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ６ 1 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ７ 1 〔1.有、2.無 〕

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

(千円)

「監査の受審状況」欄において「1」を記載した場合のみ、
2期平均の額を記入 それ以外の場合は、「0」を記入

項番65：審査基準日において、一般財団法人持続性推進機構によってエコアクショ
ン２１の認証を受けている場合は「１」を記入すること。（認証範囲内に建設業が
含まれていないもの及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く）
項番66：審査基準日において、国際標準化機構第9001号の規格により登録されて
いる場合は「1」を記入すること。（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び
登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く）
項番67：審査基準日において、国際標準化機構第14001号の規格により登録されて
いる場合は「1」を記入すること。（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び
登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く）

当該制度のうち、制度を1つ以上導入している場合は「1」

を、いずれの制度も導入していない場合は「2」を記入

小数点第２位以下切り捨て

H23.4.1以降の申立てに係る再生又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生又
は更生手続終結の決定を受けていない場合は「1」を、その他の場合は「2」を記入
「再生計画又は更生計画可認日」には、H23.4.1以降の申立に係る日付を記入

項番51、52、53
審査基準日において、認定取消または辞退がなされておらず、各認定を取得しているこ
とを証する書面（基準適合一般事業主認定通知書、基準適合事業主認定通知書等の都
道府県労働局長から交付された書類）により、厚生労働省認定企業として認められてい
る場合は、それぞれの認定種類に応じて番号を記入する。

項番47：審査基準日において、20005帳票に記載のある満35歳未満の技術職員の数が、技術職員総計
の15％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入
○「技術職員数（Ａ）」の欄には20005帳票に記載した技術職員の合計人数を記入
○「若年技術職員数（Ｂ）」の欄には、20005帳票に記載した審査基準日において満35歳未満
の技術職員の人数を記入

○「若年技術職員の割合Ｂ/Ａ」の欄には「若年技術職員数」の欄に記載した数値を「技術職
員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記入

項番48：審査基準日において、20005帳票に記載のある満35歳未満の技術職員のうち、審査対象年内
に新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該
当しない場合は「２」を記入
○「新規若年技術職員数（Ｃ）」の欄には、20005帳票に記載された技術職員のうち、「新規掲載
者」欄に○が付され、審査基準日において満35歳未満のものの人数を記入

○「新規若年技術職員の割合（Ｃ/Ａ）」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項
「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記入
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【参考】労働福祉について 
 

 項目 問い合わせ先  

 １ 雇用保険 
 （従業員１人以上） 

 公共職業安定所（ハローワーク） 
  下 関 083-222-4031   柳 井  0820-22-2661 
   宇 部  0836-31-0164   山 口  083-922-0043 
   防 府  0835-22-3855     岩 国  0827-21-3281 
   徳 山  0834-31-1950      萩  0838-22-0714 
   下 松  0833-41-0870     長 門  0837-22-8609 

 ２ 健康保険及び 
   厚生年金保険 
 （個人でかつ従業員４人以下 
  は適用除外） 

 年金事務所 
   下 関  083-222-5587      徳 山  0834-31-2152 
   宇 部  0836-33-7111      岩 国  0827-24-2222 
   山 口  083-922-5660       萩    0838-24-2158 

 ３ 建設業退職金共済制度  独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部 
 建退共山口県支部   電話 ０８３－９２４－９４６６ 

 ４ 退職一時金制度  ・独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部 
     〒１７０－８０５５ 東京都豊島区東池袋１－２４－１ 
     電話 ０３－６９０７－１２３４ 
 ・商工会議所、商工会、商工会連合会 
 ・山口県中小企業団体連合会 
 ・その他特定退職金共済団体 

 ５ 企業年金制度  厚生年金基金 
   ・年金事務所（上記参照） 
   ・各種厚生年金基金 
 適格退職年金 
   ・信託会社 
   ・生命保険会社 
 確定給付企業年金（基金型・規約型） 
   ・信託会社 
   ・生命保険会社 
 確定拠出年金（企業型のみ） 

 ６ 法定外労働災害補償制度 （公財）建設業福祉共済団 
       電話 ０３－３５９１－８４５１ 
 (一社)全国建設業労災互助会 
       電話 ０３－３２５６－０５０６ 
 (一社)山口県建築協会（建設労災共済） 
       電話 ０８３－９２２－５６８７ 
 山口県建設業協同組合連合会（建設労災共済会） 
       電話 ０８３－９２５－７７７０ 
 萩阿武建設協同組合（建設労災共済会） 
       電話 ０８３８－２５－２５２６ 
 損害保険会社 
 その他 
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【参考】建設業の経理の状況について 

監査証明の例 
独立監査人の監査報告書 

 
令和×年×月×日    

○○株式会社取締役会御中 
 

○○ 監査法人           
公認会計士○○○○     

 
当監査法人は、会社法第４３６号第２項第１号（金融商品取引法第１９３条の２）の規定に基づく監査

証明を行うため、○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの第×期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に

ついて監査を行った。この計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は当該監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検

討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 
 

①無限定適正意見の文例 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

②限定付適正意見の文例 
会社は、・・・・・について、・・・・・の計上を行っていない。我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に従えば・・・・・・を計上する必要がある。この結果、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期純利益は○○百万円過大に表示されている。 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項を除き、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財

産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

③不適正意見の文例 
会社は、・・・・・について、・・・・・の計上を行っていない。我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に従えば・・・・・・を計上する必要がある。この結果、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ○○百万円過大に、当期純利益は○○百万円過大に表示されている。 
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、上記の除外事項が計算書類及び附属明細書に

与える影響の重要性にかんがみ、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を適正に表示していないものと

認める。 
 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以上 
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会計参与報告書の文例 
令和×年×月×日  

 
会計参与報告 

 
○○株式会社会計参与○○○○   

 
１ 私と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。 

（１）会社は私に対し、計算書類及びその附属明細書（以下「計算関係書類」という。）作成のための情

報を適時に提供し、私は会社の業務、現況十分理解して取締役と共同して計算関係書類を作成するこ

と 
（２）会社は申述書を私に提出すること 
（３）私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこと。 
（４）計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者に対し、あらか

じめ会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らかにする適切な方法を会社が講ずる

こと 
 

２ 私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類 
○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの第×期事業年度の計算関係書類。 

 
３ 計算関係書類の作成のための基本となる事項 
（１）試算の評価基準及び評価方法 
（２）固定資産の減価償却の方法 
（３）引当金の計上基準 
（４）収益及び費用の計上基準 
（５）その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項 

 
４ 計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法は次のとおり

である。 
総勘定元帳、各種補助簿、棚卸表等 
総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と共同して計算関

係書類を作成した。 
 

５ 計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果 
不良資産、陳腐化棚卸資産についての報告を聴取した結果、これらについては適切な処理が行われてお

り、また簿外債務はない旨の回答を得た。また調査を実施すべき事態は生じなかった。 
 
６ 私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当者と協議した主

な事項は次のとおりである。 
研究開発費の会計処理 
有価証券の時価評価の方法 

以上 
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様式第２号                         （用紙Ａ４） 

 

 

 

 

経理処理の適正を確認した旨の書類 

 

 

 

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、 

            の令和  年  月  日から令和  年  月  日までの

第   期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理

に関する確認項目の対象に係る内容について適正に処理されていることを確認しました。 

 

 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 

     知事  殿 

 

 

              年   月   日 

 

                            商号又は名称 

                            所属・役職 

                             

                           氏 名                                   

以上 

 

 

記載要領 

  「  地方整備局長 

    北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 
         知事」  

常勤の役員又は使用人である以下の

者が自署する 

公認会計士、税理士であって国土交

通大臣が指定する研修を受講した者

及び１級登録経理試験合格者並びに

１級登録経理講習を受講した翌年度

から５年経過しない者 

【経過措置Ｒ5.3.31 まで】 

Ｈ29.3.31 以前に１級の登録経理試験

に合格した者 

建設業者の商号又は

名称、確認の対象と

なる決算期の期間と

期を記入。 

次頁以降の「別添 建設業の

経理が適正に行われたこと

に係る確認項目」を様式第２

号に添付すること。 
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別添 

建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目 

 

項目  内容  

全体   前期と比較し概ね２０％以上増減している科目についての内容を検証する。特に次の科

目については、詳細に検証し不適切なものが含まれていないことを確認した。 

 

    受取手形、完成工事未収入金等の営業債権 

    未成工事支出金等の棚卸資産 

    貸付金等の金銭債権 

    借入金等の金銭債務 

    完成工事高、兼業事業売上高 

    完成工事原価、兼業事業売上原価 

    支払利息等の金融費用 

預貯金   残高証明書又は預金通帳等により残高を確認している。  

金銭債権    営業上の債権のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを投資その他の資産

の部に表示している。 

 

   営業上の債権以外の債権でその履行時期が１年以内に到来しないものがある場合、これ

を投資その他の資産の部に表示している。 

 

   受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額がある場合、これを注記している。  

貸倒損失 

貸倒引当金 

  法的に消滅した債権又は回収不能な債権がある場合、これらについて貸倒損失を計

上し債権金額から控除している。 

 

   取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当金とし

て計上している。 

 

   貸倒損失・貸倒引当金繰入額等がある場合、その発生の態様に応じて損益計算上区分

して表示している。 

 

有価証券   有価証券がある場合、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連

会社株式、その他有価証券に区分して評価している。 

 

   売買目的有価証券がある場合、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は営業外損益とし

ている。 

 

   市場価格のあるその他有価証券を多額に保有している場合、時価を貸借対照表価額とし

、評価差額は洗替方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法により処理し

ている。 

 

   時価が取得価額より著しく下落し、かつ、回復の見込みがない市場価格のある有価証券（

売買目的有価証券を除く。）を保有する場合、これを時価で評価し、評価差額は特別損失

に計上している。 

 

   その発行会社の財政状態が著しく悪化した市場価格のない株式を保有する場合、これに

ついて相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理している。 

 

棚卸資産   原価法を採用している棚卸資産で、時価が取得原価より著しく低く、かつ、将来回復の見

込みがないものがある場合、これを時価で評価している。 
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未成工事支出金   発注者に生じた特別の事由により施工を中断している工事で代金回収が見込めないもの

がある場合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出金から控除している。 

 

   施工に着手したものの、契約上の重要な問題等が発生したため代金回収が見込めない

工事がある場合、この工事に係る原価を損失として計上し、未成工事支出金から控除して

いる。 

 

経過勘定等   前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金は、それ

ぞれ区別し、適正に処理している。 

 

   立替金、仮払金、仮受金等の項目のうち、金額の重要なもの又は当期の費用又は収益と

すべきものがある場合、適正に処理している。 

 

固定資産   減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行っている。  

   適用した耐用年数等が著しく不合理となった固定資産がある場合、耐用年数又は残存価

額を修正し、これに基づいて過年度の減価償却累計額を修正し、修正額を特別損失に計

上している。 

 

   予測することができない減損が生じた固定資産がある場合、相当の減額をしている。  

   使用状況に大幅な変更があった固定資産がある場合、相当の減額の可能性について検

討している。 

 

   研究開発に該当するソフトウェア制作費がある場合、研究開発費として費用処理している

。 

 

   研究開発に該当しない社内利用のソフトウェア制作費がある場合、無形固定資産に計上

している。   

 

   遊休中の固定資産及び投資目的で保有している固定資産で、時価が５０％以上下落して

いるものがある場合、これを時価で評価している。 

 

   時価のあるゴルフ会員権につき、時価が５０％以上下落しているものがある場合、これを

時価で評価している。 

 

   投資目的で保有している固定資産がある場合、これを有形固定資産から控除し、投資そ

の他の資産に計上している。 

 

繰延資産   資産として計上した繰延資産がある場合、当期の償却を適正に行っている。  

   税法固有の繰延資産がある場合、投資その他の資産の部に長期前払費用等として計上

し、支出の効果の及ぶ期間で償却を行っている。 

 

金銭債務   金銭債務は網羅的に計上し、債務額を付している。  

   営業上の債務のうち正常営業循環から外れたものがある場合、これを適正な科目で表示

している。 

 

   借入金その他営業上の債務以外の債務でその支払期限が１年以内に到来しないものが

ある場合、これを固定負債の部に表示している。 

 

未成工事受入金   引渡前の工事に係る前受金を受領している場合、未成工事受入金として処理し、完成工

事高を計上していない。ただし、工事進行基準による完成工事高の計上により減額処理さ

れたものを除く。 
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引当金   将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、か

つ、設定金額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当金として計上して

いる。 

 

   役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。  

   損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計上して

いる。 

 

   引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引当金を

計上している。 

 

退職給付債務 

退職給付引当金 

  確定給付型退職給付制度（退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確

定給付企業年金）を採用している場合、退職給付引当金を計上している。 

 

   中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用して

いる場合、毎期の掛金を費用処理している。 

 

その他の引当金   将来発生する可能性の高い費用又は損失が特定され、発生原因が当期以前にあり、か

つ、設定金額を合理的に見積ることができるものがある場合、これを引当金として計上して

いる。 

 

   役員賞与を支給する場合、発生した事業年度の費用として処理している。  

   損失が見込まれる工事がある場合、その損失見込額につき工事損失引当金を計上して

いる。 

 

   引渡を完了した工事につき瑕疵補償契約を締結している場合、完成工事補償引当金を

計上している。 

 

法人税等   法人税、住民税及び事業税は、発生基準により損益計算書に計上している。  

  法人税等の未払額がある場合、これを流動負債に計上している。  

   期中において中間納付した法人税等がある場合、これを資産から控除し、損益計算書に

表示している。 

 

消費税   決算日における未払消費税等（未収消費税等）がある場合、未払金（未収入金）又は未払

消費税等（未収消費税等）として表示している。 

 

税効果会計   繰延税金資産を計上している場合、厳格かつ慎重に回収可能性を検討している。  

   繰延税金資産及び繰延税金負債を計上している場合は、その主な内訳等を注記してい

る。 

 

   過去３年以上連続して欠損金が計上されている場合、繰延税金資産を計上していない。  

純資産   純資産の部は株主資本と株主資本以外に区分し、株主資本は、資本金、資本剰余金、

利益剰余金に区分し、また、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等及び新株予約

権に区分している。 

 

収益・費用の計上（

全般） 

  収益及び費用については、一会計期問に属するすべての収益とこれに対応するすべて

の費用を計上している。 

 

   原則として、収益については実現主義により、費用については発生主義により認識してい

る。 
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工事収益・工事原価   適正な工事収益計上基準（工事完成基準、工事進行基準、部分完成基準等）に従ってお

り、工事収益を恣意的に計上していない。 

 

   引渡の日として合理的であると認められる日（作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬

入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日

等）を設定し、その時点において継続的に工事収益を計上している。 

 

   建設業に係る収益・費用と建設業以外の兼業事業の収益・費用を区分して計上している

。ただし、兼業事業売上高が軽微な場合を除く。 

 

   工事原価の範囲・内容を明確に規定し、一般管理費や営業外費用と峻別のうえ適正に処

理している。 

 

工事進行基準   工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を定め、これに該当する工事

については、工事進行基準により継続的に工事収益を計上している。 

 

   工事進行基準を適用する工事の範囲（工期、請負金額等）を注記している。  

   実行予算等に基づく、適正な見積り工事原価を算定している。  

   工事原価計算の手続きを経た発生工事原価を把握し、これに基づき合理的な工事進捗

率を算定している。 

 

   工事収益に見合う金銭債務「未成工事受入金」を減額し、これと計上した工事収益との減

額がある場合、「完成工事未収入金」を計上している。 

 

受取利息配当金   協同組合から支払いを受ける事業分量配当金がある場合、これを受取利息配当金として

計上していない。 

 

支払利息   有利子負債が計上されている場合、支払利息を計上している。  

ＪＶ   共同施工方式のＪＶに係る資産・負債・収益・費用につき、自社の出資割合に応じた金額

のみを計上し、ＪＶ全体の資産・負債・収益・費用等、他の割合による金額を計上していない

。 

 

   分担施工方式のＪＶに係る収益につき、契約金額等の自社の施工割合に応じた金額を計

上し、ＪＶ全体の施工金額等、他の金額を計上していない。 

 

   ＪＶを代表して自社が実際に支払った金額と協定原価とが異なることに起因する利益は、

当期の収益または未成工事支出金のマイナスとして処理している。 

 

個別注記表   重要な会計方針に係る事項について注記している。  

    資産の評価基準及び評価方法 

    固定資産の減価償却の方法 

    引当金の計上基準 

    収益及び費用の計上基準 

   会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記している。  

   当期において会計方針の変更等があった場合、その内容及び影響額を注記している。  
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様式第４号

（用紙A４）

   年   月   日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

1 山口 太郎 H2.1.1 30

2 周南 武 S60.1.5

3 萩 次郎 S53.5.1 25

55

20

75

  なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿

（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）

技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）

CPD単位総計（①＋②）

記載要領

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

  は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

  別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

2 ｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

  CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

【技術者】

CPD単位の取得の有無にかかわらず、審査基準日時点に従事する職員のうち、技術職員名

簿（20005帳票）に計上できる者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であっ

て、審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係にあり、かつ雇用期間を特に限定

することなく常時雇用されている者（常勤の役員及び事業主を含む）を記入

※20005帳票と重複はしない

【各技術者のCPD単位】

（審査基準日前１年にCPD認定団体によって取得を認定された単位数）÷（告示第246

号別表18のCPD認定団体毎に右欄に掲げる数値）×３０の数値を記載

※上限30単位とする
※計上できるのは、１名につき１団体分の単位のみ

（例）山口太郎の場合（一財）建設業振興基金で25単位取得している

25（単位）÷12（別表第18）×30＝62.5 ＞30 →30

（例）下関次郎の場合（公社）土木学会で42単位取得している

42（単位）÷50（別表第18）×30＝25.2 ＞30 →25（小数点以下切り捨て）

【様式第４号の記載対象となる「技術者」がいない場合】又は

【項番61.62の「CPD単位取得数」及び「レベル向上者数」が「0」の場合】には提出不要
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様式第５号

（用紙A４）

  年  月  日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

1 ⾧門 三郎 S61.3.1 無

2 下関 大悟 S56.6.6 R2.5.31 有

3 岩国 花子 S38.8.8 R1.7.31 有

4 山口 太郎 H2.1.1 無

5 萩 次郎 S53.5.1 無

6 防府 五郎 H13.3.1 無

合計 ６（人） ２（人） 0（人）

  該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

技能者名簿

記載要領

１ この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

  に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

５ 本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

  が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

２ ｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

  評価を受けた日を記載すること。

３ ｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

  前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

４ ｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

  場合に、○印を記載すること。 

「技能者」を記載

技能者とは、

審査基準日時点に従事する職員のうち、審査基準日以前３

年間に建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿

（施行体制台帳の添付書類）を作成する場合に建設工事に

従事する者として氏名が記載された者を記入（ただし、建

設工事の施工の管理のみに従事する者（監理技術者や主任

技術者として管理に係る業務のみに従事する者）は除く）。

※審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇用関係にあ

り、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されて

いる者（常勤の役員及び事業主を含む）であることが必要

審査基準日前３年間に、認定

能力評価基準により受けた評

価の区分が、審査基準日の３

年前の日以前に受けた最新の

評価の区分より１以上上位で

あった者の数

例：審査基準日：R2.10.31

判定日：R2.5.31

レベル：２

審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により最上位

の区分（レベル４）に該当する者の数

それぞれの合計を記入

（＝20004帳票項番50）

評価を受けていない者

ＣＰＤ単位取得数又はレベル向上者

数がある場合は提出が必要です。

Ａ：審査基準日時点で稼働している工事に係る施

行体制台帳に添付される作業員名簿（氏名、

生年月日、年齢・職種・医療保険、年金及び

雇用保険等の加入等の状況がわかるもの）で

確認
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※ＣＰＤＳは（一社）土木施工管理技士会連合会が実施するＣＰＤです。 
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様式第６号                             （用紙Ａ４） 

 

 

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書 

及び 

情報共有に関する同意書 

 

 

 令和  年  月  日から令和  年  月  日までの期間に発注者から直接請け

負った建設工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するた

めに必要な措置を実施していることを誓約します。 

 また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般

財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う

ことに同意します。 

                    

  地方整備局長                   
 北海道開発局長 
   山口県知事  殿                    年  月  日 

 

                  建設キャリアアップシステム事業 ID 

                          

                  
               

住所      

           商号又は氏名 

              代表者氏名  

                  

                             

 申請区分   （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事） 
 

科  目 件  数 

措置実施工事 件 

措置未実施工事 
軽微な工事 件 

災害応急対策 件 

合  計 件 
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記載要領 

 １ 「   地方整備局長             

     北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。 

          知事」 

 ２ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。 

 ３ 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接 

   請け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における

全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について、記載するこ

と。 

   なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。 

 ４ 「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の（十）に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴 

を蓄積する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。 

なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等 

についても、当該項目に含むものとする。 

 ５ 「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。 

 ６ 「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建 

設工事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。 
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９ 建設機械保有状況一覧表（山口県様式第３号） 
ア その他の審査項目（社会性等）の「建設機械の所有及びリース台数」の欄に、審査基準日において、自ら所

有し、又はリース契約（審査基準日から１年７月以上の使用期間が定められているものに限る。）により使用

する建設機械として合計台数を記載した評価対象建設機械について全て記入すること。 
イ 「建設機械の種類」には建設機械抵当法施行令（昭和29年政令第294号）別表に規定するショベル系掘削機、

ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検

査証（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第60条第１項の自動車検査証をいう。）の車体の形状の欄に

「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの並びに労働安全栄衛

生法施行令（昭和47年政令第318号）第12条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレー

ン、同令第13条第３項第34号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲

げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解体用機械について、台数の合計を記入すること。 
 
（ 対象となる建設機械 ） 

・ショベル系掘削機：ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバ

ーのアタッチメントを有するもの 
・ブ ル ド ー ザ ー：自重が３トン以上のもの 
・トラクターショベル：バケット容量が０．４立方メートル以上のもの 

・モーターグレーダー：自重が５トン以上 

・ダンプ 

・ダンプフルトレーラ   

・ダンプセミトレーラ   

・移 動 式 ク レ ー ン：つり上げ荷重が３トン以上のもの 

・高所作業車    ：作業床の高さが２メートル以上のもの 

・締固め用機械   ：ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー 
・解体用機械    ：ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機 
           ※ベースマシーンに解体用アタッチメントを装着させることで解体用機械として 
            使用している場合は、ベースマシーンと重複して申請することはできない 

 

ウ 「バケット容量」の欄には、建設機械の種類がトラクターショベルの場合のみ記載すること。 
エ 「自重」の欄には、建設機械の種類がブルドーザー又はモーターグレーダーの場合のみ記載すること。 

オ 「つり上げ荷重」の欄には移動式クレーンの場合のみ記載すること。 

カ 「作業床高さ」の欄には高所作業車の場合のみ記載すること。 

キ 「取得又はリースの別」の欄には、該当する方を○で囲むこと。 
ク 「取得年月日、リース開始日及びリース満了日」の欄には、所有の場合は取得年月日、リースの場合はリース開始

日及びリース満了日を記載すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いずれも自動車検査証の車体の形状の欄に記載されており、「積載物は、土砂等以外

のものとする」等の記載により、土砂等の運搬が制限されていないこと。 
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　　　　　　　　　　　　申請者名　　代表取締役　　山口　建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リース
開始日

リース
満了日

所有

リース

所有

リース R4.4.1 R9.3.31

所有

リース

所有

リース

所有

リース R5.11.30 R10.10.31

所有

リース

所有

リース

所有

リース R4.1.1 R8.12.31

所有

リース

所有

リース

所有

リース

所有

リース

所有

リース

所有

リース

所有

リース

注

※２　トラクターショベル（バケット容量０．４㎥以上）の場合のみ記入すること。

※３　ブルドーザー（自重３ｔ以上）の場合又はモーターグレーダー（自重５ｔ以上）の場合のみ記入すること。

※４　移動式クレーン（つり上げ荷重３t以上）の場合のみ記入すること。

※５　高所作業車（作業床の高さが２ｍ以上）の場合のみ記入すること。

※６　「取得又はリースの別」の欄は該当する方を○で囲むこと。また、所有の場合は取得年月日を、リースの場合はリース開始日及び満了日を記入すること。

※１　ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、ダンプ、ダンププルトレーラー、ダンプセミトレーラ、移動式クレーン、高所作業車、締固め用機械、解体用機械のい
ずれかを記入すること。

15

14

13

12

R7.9.1
新車11 解体用機械 ●●●-●●●● KK□□ □□□-□□□□

R7.4.1
新車10 締固め用機械 ●●●-●●●● JJ◆◆ △△△-△△△△

4
R1.12.1

R6.11.209 高所作業車 □□□-□□□□ IOIO □□□-□□□□

3 R6.12.158 移動式クレーン ○○○-○○○○ HHH△△ ○○○-××××

H30.9.1
R7.8.157 ダンプセミトレーラ ■■■-■■■■ GG●● ●●●-●●●●

H29.7.15
R7.6.306 ダンプフルトレーラ ■■■-■■■■ ＥＥ■■ ●●●-●●●●

R6.11.155 ダンプ ▲▲▲-▲▲▲▲ ＦＦ▲▲ □□□-□□□□

6

R7.4.1
新車4 モーターグレーダー ●●●-●●●● ＤＤ●● ○○○-○○○○

H30.9.1
R7.8.153 トラクターショベル △△△-△△△△ ＣＣ△△ □□□-□□□□ 1.2

4 R7.3.12 ブルドーザー □□□-□□□□ ＢＢ□□ ●●●-●●●●

H22.4.1
R7.3.11 ショベル系掘削機 ○○○-○○○○ ＡＡ○○ ●●●-●●●●

つり上げ
荷重
(単位：ｔ)
※４

作業床高さ
(単位：ｍ)
※５

所有
又は
リース
の別
※６

取得年月日

直近定期検査
実施年月日

備考

建設機械保有状況一覧表

　　　滝町建設工業株式会社

審査基準日：　　　令和７年　　１０月　　３１日

番号
建設機械の種類

※１
製造者名 型式 製造・車体番号

バケット
容量

(単位：㎥)
※２

自重
(単位：ｔ)
※３

リース契約の提出書類について

① 現行のリース契約により審査基準日から１年７月以上の使用期間が定められている場合

【提出書類】

〇 リース契約書

② 現行リース契約の満了後、自動更新等により

審査基準日から１年７月以上の使用期間が定められている場合

【提出書類】

〇 自動更新条項のあるリース契約書

〇 建設機械のリース契約に関する申出書（P54参考）

審査対象となる建設機械

は、申請要領P.52を参照

現行リース満了日

審査基準日 経審有効期限

１年７ヶ月

・・・ 現行リース契約

・・・ 再リース契約

①

②
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建設機械のリース契約に関する申出書 

 

山口県知事 様 

 

営業所の所在地  山口市滝町１－１ 

許可番号     山口県知事許可 第９９９９９号 

商号又は名称   滝町建設工業株式会社 

代表者氏名    代表取締役 山口 建   印 

審査基準日  令和 ７ 年 １０月 ３１日 

 

 下記の建設機械について、リース契約が今回申請を行う経営事項審査の審査基準日か

ら１年７ヶ月以内に満了しますが、これらの建設機械について、リース契約の更新、延

長及び建設機械の買い取りを予定していることを申し出ます。 

 なお、この申出書に反し、リース契約の更新、延長及び建設機械の買い取りを行わな

かった場合（ただし、廃車等やむを得ないと認められる場合を除く。）は、今回の経営

事項審査において虚偽の申請を行ったとして、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

の規定に基づく監督処分の対象となることを了承します。 

 

 

製造者名 型式 製造・車体番号 
リース期間満了後 

の取り扱い 
リース期間 

〇〇〇－〇〇〇〇 HHH△△ 〇〇〇－×××× 再リース R4.1.1~R8.12.31 

□□□－△△△△ II〇〇 ●●●－●●●● 買い取り R2.12.1~R7.11.30 

     

     

     

     

 

記載例 

（参考様式） 
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１０ 審査手数料証紙貼付書 
この用紙はＡ４で作成し、所定額（Ｐ７）の山口県収入証紙を貼付すること。なお、消印はしないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 前企業体実績の承継承認申請 

要件に該当する場合に、その承継人が前企業体の実績（完成工事高及び営業年数等）の承継を希望する時は、前企

業体実績の承継承認申請を行うことができます。 
承継承認の要件や具体的な申請手続については、土木建築事務所に御相談ください。 
 

 



56 
 

（本チェックリストは審査時には不要です。申請の準備にご活用ください。） 

               

経営事項審査チェックリスト 
 

提出書類（詳細は申請要領Ｐ５参照）                                        

No 申請書及び添付書類 注意事項  

１ 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【２０００１】 申請要領Ｐ９～参照  

２ 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高【２０

００２】 

・申請要領Ｐ１５～参照 

・完成工事高が完成工事高整理

表と一致しているか 

 

３ その他の審査項目【２０００４】 申請要領Ｐ３４～参照  

４ 技術職員名簿【２０００５】 申請要領Ｐ２４参照 

（CPD単位の計算方法について

はＰ４７参照） 

 

５ 経営状況分析結果通知書【１０００６】   

６ 今年度の経営規模等評価等結果通知書の写し 経営規模等評価申請と総合評定

値請求を同時に行う場合は不要 

 

７ 工事経歴書（２年分又は３年分）【様式第二号】 変更届や業種追加申請等に添付

している場合は省略可 

 

８ 
完成工事高整理表（２年分又は３年分）【山口県様式第１

号】 

・過去山口県で受審している業

種については該当年度省略可 

・申請要領Ｐ２３参照 

 

９ 

工事種類別完成工事高付表（２年分又は３年分）【様式第

１号】 

・申請業種の完成工事高に、申

請しない業種の完成工事高を含

んでいる場合のみ添付 

・申請要領Ｐ１９～参照 

 

１０ 技術職員実務経歴調書【山口県様式第２号】 ・該当者がおり、記載を省略で

きない場合のみ添付 

・申請要領Ｐ３３参照 

 

１１ 建設機械保有状況一覧表【山口県様式第３号】 ・該当者のみ添付 

・申請要領Ｐ５２～参照 

 

１２ 建設機械のリース契約に関する申出書 ・該当者のみ添付 

・申請要領Ｐ５３～参照 

 

１３ 建設業退職金共済事業加入・履行証明書 加入者のみ添付  

１４ 

① 国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災 

協定の写し 

② 社団法人等の団体が防災協定を締結している場合は、 

当該団体に加入していることを証明する書類及び申請者が

防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類 

該当者のみ添付  

１５ 

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿【様式第３

号】 

（常時１０名以上の労働者を使用する事業者は、労働基準

監督署の受付印のある就業規則の写しを添付） 

・該当者のみ添付 

・申請要領Ｐ３２参照 

 

１６ 監査証明書の写し、会計参与報告書の写し、経理処理の適

正を確認した旨の書類 

・該当者のみ添付 

・申請要領Ｐ４０～参照 

 

１７ CPD単位を取得した技術職員名簿【様式第４号】 ・該当者のみ添付 

・申請要領Ｐ４７～参照 

 
□ 

１８ 技能者名簿【様式第５号】 ・該当者（CPD単位数又はレベ

ル向上者がいる場合）のみ添付 

・申請要領Ｐ４８～参照 

 
□ 

チェック欄 
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１９ 

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な

措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書 

【様式第６号】 

・該当者のみ添付  

２０ 

直前３年の各事業年度における工事施工金額【様式第三号

】 

土木工事業、とび・土工 

工事業及び鋼構造物工事業を記

載する場合は、併せてＰＣ工事

、法面処理工事及び鋼橋上部工

事も記載されているか 

 

２１ 

直前の審査基準日の経営規模等評価結果通知書の写し ・２年平均完成工事高及び基準

決算自己資本で申請する場合は

不要 

・省略する場合は申請要領Ｐ５

～６参照 

 

２２ 手数料証紙貼付書   

 
持参書類 
 

No 提示書類 審査項目 確認事項 

1 
建設業許可申請書の控え ・２０００１のカラ

ム１５ 

□許可を受けている業種（申請時）と審査対象

業種を確認 

 

2 

毎事業年度終了後の変更届出書

の控え（２年分又は３年分） 

○工事経歴書 

○直前３年の各事業年度にお

ける工事施工金額 

○財務諸表 

・２０００１のカラ

ム０４,１７,１８ 

・２０００２のカラ

ム３１～３４ 

 

□カラム０４が決算日と一致しているか 

□カラム１７が貸借対照表の自己資本額と一致

しているか 

□営業利益は損益計算書の営業利益と一致して

いるか 

□カラム３２の各業種の完成工事高が工事経歴

書及び直前３年の各事業年度における工事施工

金額の完成工事高（合算している場合は除く。

）と一致しているか 

□カラム３４が損益計算書の完成工事高と一致

しているか 

3 
（総勘定）元帳又は売上帳 ・２０００２のカラ

ム３４ 

□合計が元帳又は売上帳の完成工事高と一致し

ているか 

 

4 

確定申告書の控え（決算報告

書を含む。） 

・２０００１のカラ

ム０４,１７,１８ 

・２０００２のカラ

ム３４ 

 

□カラム０４が決算日と一致しているか 

□カラム１７が貸借対照表の自己資本額と一致

しているか 

□営業利益が損益計算書の営業利益と一致して

いるか 

□カラム３４が損益計算書の完成工事高と一致

しているか 

□前年経営事項審査の受審がない場合は、上記

事項を前年について（３年平均の場合は前々年

も）確認できるか 

 

5 

・消費税及び地方消費税の納

税証明書 

・消費税及び地方消費税の確

定申告書の控え 

（免税業者は不要） 

・２０００２のカラ

ム３４ 

□売上高≦課税標準額になっているか 

□納付すべき税額＝(10)＋(21)＋(26)になって

いるか 

□前年経営事項審査の受審がない場合は、上記

事項を前年について（３年平均の場合は前々年

も）確認できるか 

 

6 

◯雇用保険 

・雇用保険料納付書の領収書

の写し又は保険料納付済証明

書 

・２０００４のカラ

ム４１～４３ 

□カラム４１～４３が「１」の場合は、審査基

準日時点での加入が確認できる書類があるか（

審査基準日を含む月のもの） 



58 
 

◯健康保険、厚生年金保険 

・健康保険料及び厚生年金保

険料納入告知兼領収書の写し

又は保険料納付済証明書 

□カラム４２が「３」の場合で建設国保等に加

入している場合は、保険の名称が確認できる書

類があるか 

 

7 

・中小企業退職金共済制度若

しくは特定退職金共済団体制

度への加入を証明する書類、

労働基準監督署長の印のある

就業規則又は労働協約の写し

・厚生年金基金加入証明書、

適格退職年金契約書、確定拠

出年金運営管理機関の発行す

る加入証明書、確定給付企業

年金の企業年金基金の発行す

る加入証明書又は資産管理運

用機関との間の契約書の写し 

・２０００４のカラ

ム４５ 

□カラム４５が「１」の場合は審査基準日時点

で該当の書類があるか（証明日が審査基準日の

もの） 

 

8 

 

・（公財）建設業福祉共済団

、（一社）全国建設業労災互

助会、全日本火災共済協同組

合連合会、（一社）全国労働

保険事務組合連合会の労働災

害補償制度への加入を証明す

る書面 

・労働災害総合保険若しくは

準記名式の普通傷害保険の保

険証券の写し、共済事業を営

む者と交わした契約書等 

・２０００４のカラ

ム４６ 

□カラム４６が「１」の場合は審査基準日時点

で該当の書類が 

・申請者が請け負った建設工事を施工する下請

負人の直接の使用関係にある職員も対象 

・業務災害と通勤災害のいずれもが対象 

・障害等級１～７級の３条件すべてが対象 

を満たしているか 

9 

 

・えるぼし認定（１～３段階

）または、プラチナえるぼし

認定を取得していることを証

する書面（基準適合一般事業

主認定通知書、基準適合事業

主認定通知書等の都道府県労

働局長から交付された書類） 

・２０００４のカラ

ム５１ 

□カラム５１に記入されている番号に該当する

種類の書類か 

□審査基準日以前に認定されているか 

□審査基準日時点において、認定取消又は辞退

がなされてないか 

10 ・くるみん認定、トライくる

みん認定、プラチナくるみん

認定を取得していることを証

する書面（基準適合一般事業

主認定通知書、基準適合事業

主認定通知書等の都道府県労

働局長から交付された書類） 

・２０００４のカラ

ム５２ 

□カラム５２に記入されている番号に該当する

種類の書類か 

□審査基準日以前に認定されているか 

□審査基準日時点において、認定取消又は辞退

がなされてないか 

11 ・ユースエール認定を取得し

ていることを証する書面（基

準適合一般事業主認定通知書

、基準適合事業主認定通知書

等の都道府県労働局長から交

付された書類） 

・２０００４のカラ

ム５３ 

□カラム５３に「１」が記入されている場合は

該当の書類か 

□審査基準日以前に認定されているか 

□審査基準日時点において、認定取消又は辞退

がなされてないか 

 

12 

・審査対象営業年度に再生手

続開始又は更生手続開始の決

定を受けた場合にあってはそ

の決定日を証明する書面の写

し 

・審査対象営業年度に再生手

続終結又は更生手続終結の決

・２０００４のカラ

ム５６ 

□該当する事実がある場合は、事実を証する書

類があるか 
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定を受けた場合にあってはそ

の決定日を証明する書面の写

し（官報公告の写し等） 

 

13 

建設業経理士、公認会計士、

及び税理士となる資格を有す

る者の資格者証及び国土交通

大臣が指定する研修を受けた

者であることを証するもの並

びに、常勤確認書類（標準報

酬額の決定を通知する書面等

） 

・２０００４のカラ

ム６１～６２ 

□審査基準日時点で記載人数分の資格者証及び

国土交通大臣が指定する研修を受けた者である

ことを証する下記書類があるか 

・経理士…一財）建設業振興基金の発行する修

了証等 

・公認会計士…日本公認会計士協会の発行する 

履修結果通知書、研修受講証明等 

・税理士…所属税理士会発行の証明書等 

□常勤が確認できる書類があるか 

 

14 

 

・建設機械の売買契約書又は

リース契約書 

・建設機械に係る特定自主検

査記録表、移動式クレーン検

査証の写し又は自動車検査証

の写し 

・カタログ 

・建設機械のリース契約に関

する申出書 ※1 

・２０００４のカラ

ム６４ 

・建設機械保有状況

一覧表 

□カラム６４が０以外の場合、次の①②いずれ

もがあるか 

①売買契約書又はリース契約書 

②特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証

の写し又は自動車検査証の写し 

□一覧表に記載がある建設機械は評価対象とな

る建設機械か 

□審査基準日において、定期検査が行われてい

るか 

□リース契約の場合はリース期間が審査結果の

有効期間（審査基準日から１年７月）を含んで

いるか 

※1現行リース契約の満了後、自動更新等によ

り審査基準日から１年７月以上の使用期間が定

められている場合は、契約書に加え「建設機械

のリース契約に関する申出書」を確認 

15 

エコアクション２１の認証を

受けていることが分かる、一

財）持続性推進機構による認

証・登録証、 

ISO9001、ISO14001の認証取

得を証明する書類の写し 

・２０００４のカラ

ム６５～６７ 

□審査基準日が有効期間内か 

□認証範囲に建設業が含まれているか、一部の

支店に限られてないか 

 

16 

・CPD単位数を証する書面の

写し 

（様式第４号を提出する場合） 

・常勤確認書類（チェックリ

スト確認書類20参照） 

・技術検定の合格証等 

・２０００４のカラ

ム４９ 

・２０００５のCPD

単位取得数 

・様式第４号 

 

□証明団体が別表18（P.49）に該当するか 

□証明期間が審査基準日の属する事業年度の開

始の日～審査基準日か 

（様式第４号を提出する場合） 

□記載人数分の合格証明等があるか 

 

 

17 

・レベル判定通知書等 

・作業員名簿 

（技術職員名簿と様式第４号に記

載する者以外について） 

・常勤確認書類（チェックリ

スト確認書類20参照） 

 

・２０００４のカラ

ム５０ 

・様式第５号 

□CPD単位取得又はレベル向上者数がある場合

、様式第５号が添付されているか 

□レベル向上の有無が「有り」の場合、レベル

判定日は審査基準日以前３年以内のものか 

□作業員名簿で氏名、生年月日及び年齢・職種

、医療保険、年金及び雇用保険等の加入等の状

況が確認できるか 

□技能者数が、審査基準日時点で稼働している

工事に係る作業員名簿に記載される者の数以上

になっているか 

 

 

 

18 

・常勤確認書類（チェックリ

スト確認書類20参照） 

・２０００５ 《 免許証、合格証明書等について 》 
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・技術職員の有する免許証、

合格証明書等（原本又は写し

） 

・監理技術者資格者証の写し 

・監理技術者講習終了証の写

し 

・登録基幹技能者講習終了証

の写し 

・技術職員実務経歴

調書 

今回の審査基準日直前の審査基準日における経

営事項審査（以下、前回という。）を受審して

いる場合、以下の者のみ 

①今回の技術職員名簿から新たに掲載された者 

②前回の技術職員名簿から有資格コードを変更

する者 

③有効期間の確認が必要な資格を有する者 

（例：基幹技能者（コード064）、大臣の認定

により資格を有する者（コード003）） 

 

□省略できる者以外の免許証、合格証明等があ

るか 

□実務経験を要する有資格については、記載を

省略できる者以外について、技術職員実務経歴

調書を作成しているか 

 

19 

・請負契約書、注文書、請書等 

（上位３件） 

・完成工事高整理表 □完成工事高整理表に記載された工期や金額等

が請負契約書等と一致しているか 

（上記内容が確認できない場合は追加資料を求

めることがあります。） 

□業種区分に誤りがないか 

 

20 

①のいずれか一つ及び② 

 

① 常勤性の確認 

・健康保険及び厚生年金保

険に係る標準報酬額の決定

を通知する書面 ※2 

・雇用保険被保険者資格取

得等確認通知書の写し 

・住民税特別徴収税額通知

書の写し 

・健康保険被保険者証カー

ド（表面）※3 ※4 

②賃金（給与）台帳 

・６ヵ月を超える恒

常的雇用関係の証明 

□審査基準日時点で６か月を超える（６か月と

１日以上）恒常的な雇用関係が賃金台帳等で確

認できるか 

※2後期高齢者等については厚生年金保険70歳

以上被用者該当届の写し又は厚生年金保険70歳

以上算定基礎届の写し 

 

※3マイナ保険証は所属企業の記載がないため

不可 

※4有効期限内のものに限る 

 


